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三 監 第 1 4 9 号  

令 和 ２ 年 2 月 2 6 日  

 

 三田市長 森   哲  男  様 

 

 

                  三田市監査委員  島  康 雄 

 

 

                     同     竹 本  昌 弘 

 

定期監査報告書の提出について 

 

 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定により定期監査を実施しましたの

で、同条第９項の規定に基づきその結果に関する報告書を提出します。 
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令和元年度 定期監査報告書 （その２） 

 

第１ 監査の種別 

  定期監査（地方自治法第１９９条第１項及び第４項） 

 

第２ 監査の対象 

⑴  監査の対象 

   主として、前々年度（平成２９年度）に実施した定期監査その２及び同その

３における勧告事項（以下「前々年度勧告事項」という。）の改善措置状況に係

る事務事業の所管部署を対象としました。 

     

部 室 課等 

 市長公室 政策課 

秘書広報課 

市民病院改革プラン推進課 

  危機管理課 

経営管理部 行政管理室 総務課 

ＩＣＴ推進課 

人事課 

財務室 財政課 

公共施設マネジメント推進課 

契約検査課 

歳入推進室 税務課 

収納対策課 

子ども・未来部 子ども未来室 子ども政策課 

健やか育成課 

子育て応援室 子ども家庭課 

保育振興課 

幼児教育振興課 

  

⑵  監査の対象の選定の理由 

定期監査の実効性の観点から、前々年度勧告事項の改善措置状況を確認する
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こととして、前々年度勧告事項に係る事務事業を所管する部署を監査の対象と

しました。 

 

⑶  前々年度勧告事項 

 前々年度勧告事項は、別紙「令和元年度定期監査（その２）勧告事項及び改

善状況等（対象：平成２９年度定期監査その２）」（以下「定期監査その２」と

いう。）及び「令和元年度定期監査（その２）勧告事項及び改善状況等（対象：

平成２９年度定期監査その３）」（以下「定期監査その３」という。）のとおり

となっています（[ ] 内の部署名は、定期監査その２及び定期監査その３の

実施時点における部署名）。 

 

第３ 監査の目的と範囲 

   重要リスクに対する内部統制の整備状況及び運用状況等を監査して、その有

効性を評価するとともに、前々年度勧告事項に係る事務が関係法令等に準拠し

て、適正で効率的かつ効果的に行われているかについて、証ひょう書類等を突

合する等監査手続を通じて検証することを目的としました。 

また、法令等に定める諸帳簿の整備が適正に行われているかについて、証ひ

ょう書類等を突合する等監査手続きを通じて検証することを目的としました。 

 

第４ 重要リスク及び監査の着眼点 

   監査の実施に当たり、重要リスク及び監査の着眼点を下記のとおり設定しま

した。 

重要リスク 監査の着眼点 

⑴  勧告事項が改善されな

いリスク 

ア 勧告事項があることを把握されている

か。 

イ 勧告事項の内容、主旨が理解されてい

るか。 

ウ 勧告事項の改善に向けた検討、取組み

がなされているか。 

エ 改善された内容が継続されているか。 

⑵  諸帳簿が適正に整備さ

れないリスク 

ア 諸帳簿における必要事項がもれなく記

載等されているか。 
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イ 諸帳簿における数値（件数、個数、金

額）等と実際の数値が一致しているか。 

ウ 諸帳簿が適正に整備されているか定期

的に点検されているか。 

 

第５ 実施した手続の内容 

   監査の実施に当たっては、関係資料の提出を求め、点検・照合するとともに、

これまでの監査、検査、審査の結果を踏まえ、必要に応じて関係職員からの説

明の聴取を実施しました。 

   これらの実施に当たっては、監査の着眼点毎に、内部統制の整備状況及び運

用状況確認の観点により監査手続を試査により実施するとともに、リスクの程

度に応じ、試査により実証的監査手続を実施しました。 

 

第６ 監査の期間 

   令和元年１０月１日から令和２年２月２５日まで 

 

第７ 監査の結果 

   前々年度勧告事項については、概ね、改善等に向けた取組みが行われている

と認められましたが、次に掲げるとおり、一部については、改善に至っていな

いもの、更なる改善等を要するものがありました。 

   また、法令等に定める諸帳簿の管理状況等については、概ね適正に管理され

ていると認められましたが、次に掲げるとおり、一部については、改善等を要

するものがありました。 

   なお、これらの事項は、監査開始時点のものです。 

 

⑴  勧告事項 

   別表「定期監査(その２）」、「定期監査(その３)」及び「令和元年度定期監査

（その２）実施による勧告事項状況表」に掲げる勧告事項については、速やかに、

改善等に向けた取組みを行ってください。 

 

⑵  意見事項（個別的事項） 

  次に掲げる事項については、事務事業の執行等において十分に留意されるよ

う意見を提出します。 
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ア  三田市医師会センターの行政財産目的外使用許可について 

【総務課】 

       行政実例によれば、行政財産の目的外使用許可は一時的な使用を前提とし

た制度であり、行政財産の貸付は可能な限り、長期安定的な利用を可能とし

た制度とされています。三田市医師会センターの開設にあたり、南分館建設

当初に三田市医師会は内装等について多額の支出をしており、三田市・三田

市医師会ともに長期安定的な利用を前提としていると考えられることから、

行政財産の貸付について検討してください。 

 

  イ 公有財産台帳登録価格を基準とした行政財産目的外使用料について 

【総務課】 

建物に係る行政財産目的外使用料の算定については、時価もしくは公有財

産台帳登録価格を基準として計算することが規定されているところ、公有財

産台帳登録価格を基準として計算されているものはフラワータウン市民セ

ンターに入る郵便局のみとなっており、これ以外の施設については、この価

格を基準とした使用料算定の適用について検証されていませんでした。 

ついては、歳入確保の観点から速やかにこの価格を基準とした使用料の適

用をうける施設の有無について検証してください。 

 

   ウ  執行停止の継続に係る調査について 

   【収納対策課】 

     執行停止の継続に係る調査は、徴収権の消滅の判断をする上で直接かつ重

要なものであることから、その調査方法については、有効性・効率性等を考

慮し、随時見直しに努めてください。 

 

⑶  意見事項（全般的事項） 

   次に掲げる事項については、監査対象部署はもとより、これらの事項に関係

する他の部署においても、事務事業の執行等にあたり十分に留意されるよう意

見を提出します。 

 ア 歳入に係る全般事項について 

歳入に係る事務処理について、不完全な部分がありました。 

ついては、調定、納入の通知、納期限の設定、減免、督促、督促手数料・

延滞金等の徴収及び滞納処分等歳入に係る事務処理全般に関し、全庁的に各
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種法令に照らして点検を行い、適正に執行してください。 

また、「滞納対策の強化」、「受益者負担の適正化」、「公有財産管理の適正

化」及び「新たな財源の確保」に向けて、積極的に取り組んでください。 

さらに、収納金等の現金の取扱いについては、事故防止等の観点から現金

取扱基準において各収納金の収納方法に応じた現金取扱業務手順書及び現

金取扱チェックシートを整備・運用することとされているところ、収納金の

払い込みの遅延が生じているなど、不適切な事務処理が見受けられました。 

ついては、これらの各段階におけるチェックが十分にできる現金取扱業務

手順書及び現金取扱チェックシートが整備・運用されるよう、全庁的に指導

を行ってください。 

なお、資金前渡に係る事務においても、資金前渡整理簿に収入年月日が記 

載されていないものなど、不適切な事務処理が見受けられました。 

適切な現金の取扱いを確保するため、遺漏のないようにしてください。 

 

 イ 歳出に係る全般事項について 

歳出に係る事務処理について、不完全な部分がありました。 

ついては、実施伺、支出負担行為及び支出命令等歳出に係る事務処理全般

に関し、全庁的に各種法令に照らして点検を行い、適正に執行してください。 

また、「経済性（ムダな経費をかけていないか）」、「効率性（より成果のあ

がる方法はないか）」及び「有効性（目的にかなっているか）」の向上に、積

極的に取り組んでください。 

 

ウ 財産管理に係る全般事項について 

  財産管理に係る事務処理について、不完全な部分がありました。 

   ついては、備品台帳、備品整理票、記録媒体管理簿、運転日誌、自動車使

用実績簿等財産に係る事務処理全般に関し、全庁的に各種法令に照らして点

検を行い、適正な管理を行ってください。 

 

エ 事務管理に係る全般事項について 

事務管理に係る事務処理について、不完全な部分がありました。 

ついては、事務経理簿、文書分類表等事務管理に係る事務処理全般に関し、

全庁的に各種法令に照らして点検を行い、適正な管理を行ってください。 

また公文書であるにもかかわらず、鉛筆書きされているもの、修正テープ
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等で訂正されているもの、訂正箇所に訂正印の押印がないもの、決裁文書で

あるにもかかわらず情報公開区分・決裁日等が未記入のもの、保存期間の記

載誤りがあるもの、事務経理簿において欠番処理が不適切な処理がなされて

いるもの、旅行命令簿において発令年月日・出発時間・帰着時間の記載のな

いものがありました。 

三田市文書取扱規程第４条第２項において「文書担当課長は、所管課長に

対し当該所管課の文書事務について処理状況を調査し、文書事務が適正かつ

円滑に処理されるよう指導しなければならない。」と規定されていることか

ら、各部署における文書の取扱いが適正になされるように指導を行ってくだ

さい。 

 

オ 内部統制の構築について 

これまでの決算審査及び定期監査等でも勧告（指摘）しているところです

が、今回の監査においても、一部、不完全な事務処理が見受けられました。 

また、近年においても、不適切な事務処理やこれらに起因するミスが散見

されるなど、市民の信頼を損なう事案が少なからず発生しています。これら

は、財務執行や組織・業務運営における各階層と各組織の内部統制の欠如に

よるものであり、事務の適法性・正確性だけでなく、経済性・効率性・有効

性を確保し、さらに、市民からの厚い信頼を得るためにも、今まで以上にリ

スク管理や内部牽制機能（自主監査）を強化するなど、内部統制の構築に努

めてください。

 

 

 



令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その２）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告事項 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項

ア

日本スポーツ
振興センター
保護者負担金
について

 　日本スポーツ振興センター保護者負担金（以下、「保護者負担金」という。）につい
ては、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付契約に係るもの
であり、同法第１６条第１項において「災害共済給付は、学校の管理下における児童生
徒等の災害につき、学校の設置者が、児童生徒等の保護者（児童生徒等のうち生徒又は
学生が成年に達している場合にあっては当該生徒又は学生。次条第四項において同
じ。）の同意を得て、当該児童生徒等についてセンターとの間に締結する災害共済給付
契約により行うものとする。」と規定されているところ、当該同意を得る書面におい
て、児童生徒等の氏名は記載されているものの、保護者の氏名の記載、押印がなされて
いないものがありました。
　児童生徒等が成年に達している場合を除き、当該契約は保護者の同意を得て行うもの
であることから、保護者の氏名の記載、押印を求めてください。

保育振興課
【三田保育所】
［こども支援課］

改善済み

イ
講座教室受講
料について

　講座教室受講料の徴収に当たり、当該金額等を決定した書面が整備されていないもの
がありました。
　講座教室受講料の徴収の根拠として、当該金額等を決定した書面を整備してくださ
い。
　また、当該金額等を決定した書面においては、講座教室受講料の算定根拠（徴収しな
い場合にあっては、その理由）を明確にしておいてください。

子ども政策課
【多世代交流館】
［健やか育成課］

改善済み

ウ

行政財産目的
外使用に伴う
実費徴収金に
ついて

　行政財産の一部を目的外使用許可しているものについて、三田市が当該使用許可部分
を含めて清掃業務(床清掃、ガラス・壁面・扉・照明器具清拭)を委託しているところ、
これに係る実費徴収金の請求がなされていないものがありました。
　三田市が当該使用許可部分を含めて清掃業務を委託する場合には、当該清掃業務に係
る委託料についても光熱水費と同様に実費徴収金として請求してください。

健やか育成課
【青少年育成セン
ター】

改善済み

エ
調定の時期に
ついて

　調定については、地方自治法第２３１条において「普通地方公共団体の歳入を収入す
るときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知
をしなければならない。」、地方自治法施行令第１５４条第１項において「地方自治法
第２３１条の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入
すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実
がないかどうかを調査してこれをしなければならない。」、三田市会計事務規則第１０
条第１項において「歳入管理者は、歳入を収入するときは、政令第１５４条第１項の規
定による調査をし、調定決議書により調定をしなければならない。」と規定されている
ところ、請求前に調定されていないものがありました。
　調定については、適時に行ってください。

政策課 改善済み

区分

歳入関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その２）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告事項 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

エ
調定の時期に
ついて

　調定については、地方自治法第２３１条において「普通地方公共団体の歳入を収入す
るときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知
をしなければならない。」、地方自治法施行令第１５４条第１項において「地方自治法
第２３１条の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入
すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実
がないかどうかを調査してこれをしなければならない。」、三田市会計事務規則第１０
条第１項において「歳入管理者は、歳入を収入するときは、政令第１５４条第１項の規
定による調査をし、調定決議書により調定をしなければならない。」と規定されている
ところ、調定の原因となる行為についての決定がなされていないにもかかわらず調定さ
れているものがありました。
　調定については、適時に行ってください。

秘書広報課 改善済み

エ
調定の時期に
ついて

　調定については、地方自治法第２３１条において「普通地方公共団体の歳入を収入す
るときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知
をしなければならない。」、地方自治法施行令第１５４条第１項において「地方自治法
第２３１条の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入
すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実
がないかどうかを調査してこれをしなければならない。」、三田市会計事務規則第１０
条第１項において「歳入管理者は、歳入を収入するときは、政令第１５４条第１項の規
定による調査をし、調定決議書により調定をしなければならない。」と規定されている
ところ、調定に係る事務処理が大きく遅滞しているものがありました。
　調定については、適時に行ってください。

危機管理課 改善済み

オ
歳入科目の誤
りについて

　行政財産である土地への電柱等の設置に係る行政財産目的外使用料については、款：
使用料及び手数料に歳入すべきものであるところ、款：諸収入に歳入されているものが
ありました。
　予算編成の段階から歳入科目に誤りがないか確認してください。

危機管理課 改善済み

政策課 改善済み

危機管理課 改善済み

キ
納入の通知に
ついて

　地方自治法第２３１条において「普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の
定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければなら
ない。」、地方自治法施行令第１５４条第２項において「普通地方公共団体の歳入を収
入するときは、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質
上納入の通知を必要としない歳入を除き、納入の通知をしなければならない。」、三田
市会計事務規則第１２条第１項において「歳入管理者は、第１０条の規定により調定を
したときは、直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならな
い。」と規定されているところ、口座振替により納入することとなっている納入義務者
への納入の通知が適正になされていないものがありました。
　口座振替により納入することとなっている納入義務者への納入の通知について、適正
に行ってください。

保育振興課
［こども支援課］

改善済み

カ
納期限の設定
について

　三田市会計事務規則第１４条において、「納入の通知をする場合の納期限について
は、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から２０日以内に納期限を定め
なければならない。」と規定されているところ、法令その他の定めがないにもかかわら
ず２０日を過ぎた納期限を定めているものがありました。
　納期限については、債務の履行期限であることから、適正に定めてください。

歳入関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その２）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告事項 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

ク

放課後児童ク
ラブ育成料の
債権管理につ
いて

　三田市放課後児童クラブ条例第７条第３号において、放課後児童クラブ育成料を滞納
したときは、放課後児童クラブの入所の許可を取り消し、又は入所を停止することがで
きると規定されているところ、この規定の運用に係る具体的な基準が定められておら
ず、数か月に亘る滞納案件についてこれらの措置が取られていないものがありました。
　類似するものとの均衡を考慮して具体的な基準を定める等、この規定を適正に運用し
てください。
　また、三田市債権管理条例第４条及びこれを補完する三田市債権管理事務処理総括マ
ニュアルにおいて、債権管理台帳を作成するとともに、案件毎に債権管理ファイル（簿
冊）を作成することと規定されているところ、数か月に亘る滞納案件であるにもかかわ
らず債権管理ファイル（簿冊）が作成されていないものがありました。
　債権を適正に管理し、効率的な事務処理を行えるようにするため、一定の滞納案件に
ついては債権管理ファイル（簿冊）を作成してください。

健やか育成課
［こども政策課］

改善済みに
至らず

　三田市放課後児童クラブ条例第７条第３号
の規定に係る運用基準については検討されて
いるものの、整備はされていませんでした。

　近況において滞納案件は
生じていないところです
が、運用に係る基準につい
ては、速やかに類似するも
のとの均衡を考慮して整備
するとともに、適正に運用
してください。

ケ
収納金の取扱
いについて

　現金取扱基準において、収納金の取扱いに当たっては、当該所属において、当該収納
金の収納事務の各段階（収納金の領収、調定決議書の作成、収納金の払い込み等）にお
ける確認を行うための現金取扱チェックシートを整備し、これを運用していくこととさ
れているところ、現金取扱チェックシートが整備されていないものがありました。
　公金の事故等防止の観点から、当該収納金の収納事務の各段階における確認を行うた
めの現金取扱チェックシートを整備するとともに、現金取扱チェックシートによる
チェックの遺漏がないように収納金の収納事務を見直ししてください。

保育振興課
【三田保育所】
［こども支援課］

改善済み

コ
収納金の払い
込みについて

　三田市会計事務規則第２１条において、「会計管理者又は出納員等は、前条の規定に
より直接収納した収納金を即日又は翌日中に金融機関に払い込まなければならない。」
と規定されているところ、この払い込みが遅延しているものがありました。
　公金の事故等防止の観点から、収納金は即日又は翌日中に金融機関に払い込みできる
ように収納事務を見直ししてください。

保育振興課
【三田保育所】
［こども支援課］

改善済みに
至らず

　平成３１年２月５日付内部統制推進本部長
市長通達「内部統制に関する事案の検証と適
正な職務執行の徹底について」において、
「翌日、業務開始後すぐに前日の収納金を指
定金融機関派出所へ入金すること」とされて
いるところ、翌日業務開始後すぐに金融機関
への入金が行われていませんでした。

　収納金の払い込みについ
ては、通達に基づき適正に
行ってください。

サ
つり銭準備金
について

　つり銭が必要となる可能性のある徴収金の収受があるにもかかわらず、つり銭準備金
が用意されていないものがありました。
　徴収金の収受に当たって、私金が混入することがないように、つり銭準備金の交付を
受けるようにしてください。

保育振興課
【三田保育所】
［こども支援課］

改善済み

シ

配付に当たっ
て対価を徴収
する物品の在
庫管理につい
て

　配付に当たって対価を徴収する物品の在庫数を管理する台帳において、台帳上の在庫
数と実際の在庫数を所属長等が確認した結果が記録されていないものがありました。
　配付に当たって対価を徴収する物品については、台帳上の在庫数と実際の在庫数を所
属長等が確認した結果を記録してください。
　また、適正かつ容易に在庫管理が行えるように在庫管理の方法（保管場所、管理単位
等）について検討してください。

政策課 改善済み

歳入関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その２）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告事項 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

ア
歳出予算の執
行について

　他部署が所管する歳出予算を誤って執行しているものがありました。
　支出負担行為書等の決裁における確認を徹底するとともに、歳出予算の執行状況を適
宜確認する等、誤りの再発防止、早期発見に向けた対策を講じてください。

子ども政策課
【多世代交流館】
［健やか育成課］

改善済み

イ
特殊勤務手当
について

　特殊勤務の従事数量については、特殊勤務従事明細書により管理し、所属長が押印す
ることとされているところ、所属長の押印がなされていないものがありました。
　また、就業管理システムへの特殊勤務の従事数量の入力誤りにより、特殊勤務手当の
支給額に誤りが生じているものがありました。
　特殊勤務の従事数量は、特殊勤務手当の算定の基礎となるものであることから、その
処理方法及びチェック体制の改善を行う等、再発防止策を講じてください。

子ども家庭課
［こども支援課］

改善済み

ウ
報償費の支出
に係る事務手
続について

　三田市事務処理規則別表第２（第１３条関係）において、１件５万円以上の報償費の
支出については、実施決定（実施伺い）の手続を行うことと規定されているところ、相
手方選定方法が記載されていないものがありました。
　事業等実施に当たっては、所定の手続を適正に行ってください。

保育振興課
【三田保育所】
［こども支援課］

改善済み

エ

登録サポー
ターへの謝礼
の支払いにつ
いて

　登録サポーターが中心となって定期的に講座等が実施されており、当該サポーターに
対して謝礼が支払されているところ、この取扱い（登録方法、従事内容、謝礼の支払基
準等）について規定した要綱等が整備されていないものがありました。
　当該サポーターについては、登録制となっており、恒常的に出務を依頼するものであ
ることから、この取扱を規定した要綱等を整備してください。

子ども政策課
【多世代交流館】
［健やか育成課］

改善済みに
至らず

　登録サポーターに対する謝礼の支払いにお
いて、この謝礼に係る取扱い基準は作成され
ていたものの、具体的な運用規程等が整備さ
れていませんでした。

　登録サポーターに対する
謝礼については、速やかに
運用規程等を整備するとと
もに、適正に運用してくだ
さい。

オ
報償物品の支
給について

　三田市が運営委託している業務に係るボランティアに対して、三田市から恒常的に、
出務の都度、謝礼として報償物品を支給しているものがありました。
　当該ボランティアに対して、三田市から謝礼として報償物品を支給することについ
て、当該運営委託に係る仕様書における業務内容との整合性等の観点から整理してくだ
さい。
　また、この取扱い（従事内容、報償物品の支給基準等）について規定した要綱等が整
備されていないものがありました。
　報償物品を恒常的に支給するものであることから、この取扱いについて規定した要綱
等を整備してください。

子ども政策課
【多世代交流館】
［健やか育成課］

改善済みに
至らず

　三田市が委託している業務に係るボラン
ティアに対して、謝礼として市が支給してい
た報償物品については廃止されていたもの
の、これら以外のボランティアに対して支給
される報償物品の取扱いについては、運用規
程等の整備はされていませんでした。

　ボランティアに対して支
給する報償物品の取扱いに
ついては、速やかに運用規
程等を整備するとともに、
適正に運用してください。

カ
業務委託に係
る仕様書につ
いて

　三田市契約事務規則第４４条において「随意契約によろうとするときは、契約条項そ
の他見積りに必要な事項を示して、なるべく２人以上の者から見積書を徴さなければな
らない。」とされているところ、契約条項その他見積りに必要な事項を示した書類（以
下「仕様書」という。）において、委託契約期間と業務期間に齟齬のあるもの、再委託
に関する規定について当該仕様書と当該契約書に齟齬があるものがありました。
　仕様書は、契約締結の前に委託しようとする業務の内容を具体的に示すものであると
ともに、業務の履行確認に当たっての基準となるものであることから、適正なものを作
成してください。

政策課 改善済み

歳出関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その２）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告事項 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

カ
業務委託に係
る仕様書につ
いて

　三田市契約事務規則第４４条において「随意契約によろうとするときは、契約条項そ
の他見積りに必要な事項を示して、なるべく２人以上の者から見積書を徴さなければな
らない。」とされているところ、契約条項その他見積りに必要な事項を示した書類（以
下「仕様書」という。）において、必要な事項（実施頻度、実施時間、配置人員、業務
報告書（日次・月次）提出等）が規定されていないものがありました。
　仕様書は、契約締結の前に委託しようとする業務の内容を具体的に示すものであると
ともに、業務の履行確認に当たっての基準となるものであることから、適正なものを作
成してください。

子ども政策課
［健やか育成課］

改善済みに
至らず

　業務委託に係る仕様書において、記載事項
の見直しがされていたものの、業務頻度等が
明確に規定されていませんでした。

　仕様書については、速や
かに必要な事項を規定して
ください。

キ

契約書等にお
ける契約当事
者の表記につ
いて

　契約書等の契約当事者の表記について、前文等において代表者氏名が記載されている
もの（例：○○市長　□□　□□）、契約書等の署名捺印欄において団体名が記載され
ていないもの（例：○○市長　□□　□□）等契約当事者が個人であるのか団体である
のか判然としないものがありました。
　この点については、契約書における留意事項について（平成２９年３月２２日付契約
検査課長通知）において通知されているところですので、前文等においては団体名
（例：○○市）、署名捺印欄においては団体名、代表資格名及び代表者氏名（例：○○
市　○○市長　□□　□□」により表記してください。

子ども政策課
【多世代交流館】
［健やか育成課］

改善済み

ク

運営委託して
いる施設に関
連する業務委
託について

　運営業務を委託している施設について、保安管理運営補助業務として「施設内冷暖房
機の操作」「各出入口、扉、窓等の開錠施錠並びに確認」「不要な箇所の消灯」「湯沸
室等の火気の点検」「施設利用受付け」「水道の水漏れ及び点検」「施設内不審者の有
無の確認、警察、その他関係機関への通報等対応」「施設利用者の案内、施設利用ルー
ルの説明、指導、注意」「施設内の簡易な清掃」「苦情対応」等を業務内容とする委託
が別途なされているものがありました。
　保安管理運営補助業務の業務内容については、いずれも運営業務において当然に実施
されるべきものであるとともに、業務時間についても、日曜日の午後５時３０分から同
４５分までを除くと、運営業務の業務時間内となっていることから、これらの業務につ
いて別途委託することの必要性について検討してください。

子ども政策課
【多世代交流館】
［健やか育成課］

改善済み

ケ
業務委託に係
る見積書につ
いて

　三田市契約事務規則第４４条において「随意契約によろうとするときは、契約条項そ
の他見積りに必要な事項を示して、なるべく２人以上の者から見積書を徴さなければな
らない。」と規定されているとともに、同規則第４５条において見積書の徴取を省略す
ることができる場合が規定されているところ、省略することができる場合に該当しない
にもかかわらず見積書を徴取していないものがありました。
　単独随意契約となる場合であっても、委託料の根拠として見積書で徴取してくださ
い。

子ども政策課
［健やか育成課］

改善済み

歳出関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その２）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告事項 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

ケ
業務委託に係
る見積書につ
いて

　三田市契約事務規則第４４条において「随意契約によろうとするときは、契約条項そ
の他見積りに必要な事項を示して、なるべく２人以上の者から見積書を徴さなければな
らない。」と規定されているとともに、同規則第４５条において見積書の徴取を省略す
ることができる場合が規定されているところ、省略することができる場合に該当しない
にもかかわらず見積書を徴取していないものがありました。
　単独随意契約となる場合であっても、委託料の根拠として見積書で徴取してくださ
い。
　また、契約事務の順序からすると見積書の日付に齟齬があるもの、見積書に日付のな
いものがありました。
　見積書は適正なものを適時に徴してください。

保育振興課
［こども支援課］

改善済み

コ
委託業務の履
行確認につい
て

　委託業務に係る履行確認について、仕様書において業務実施管理責任者を定めること
とされているものについて実際にこれが定められたことが確認されていないものがあり
ました。
　委託業務に係る履行確認については、仕様書に規定する業務内容に照らして、慎重に
精査するとともに、不適合な部分がある場合には、適時かつ厳正に対処してください。

健やか育成課
［こども政策課］

改善済み

コ
委託業務の履
行確認につい
て

　委託業務に係る履行確認について、仕様書に規定されている人員配置がなされていな
い日があるもの、仕様書に規定されている業務全般について履行されていることが確認
できるような業務報告書が提出されていないものがありました。
　委託業務に係る履行確認については、仕様書に規定する業務内容に照らして、慎重に
精査するとともに、不適合な部分がある場合には、適時かつ厳正に対処してください。

子ども政策課
【多世代交流館】
［健やか育成課］

改善済み

コ
委託業務の履
行確認につい
て

　委託業務に係る履行確認について、システム改修の委託において当該改修後の動作確
認結果の記録がないもの、仕様書に規定されている業務全般について履行されているこ
とが確認できるような業務報告書が提出されていないものがありました。
　委託業務に係る履行確認については、仕様書に規定する業務内容に照らして、慎重に
精査するとともに、不適合な部分がある場合には、適時かつ厳正に対処してください。

子ども家庭課、
保育振興課
［こども支援課］

改善済み

サ
消耗品の購入
について

　出先機関での業務に係る消耗品について、随時に出先機関からの購入依頼を受けて購
入されていることから、結果として同一の消耗品を短期間に複数回に分けて購入されて
いるものがありました。
　購入価格の経済性、購入事務の効率性の観点から、随時ではなく、月に数回のサイク
ルを定めて購入する等一連の事務を見直してください。

健やか育成課
［こども政策課］

改善済み

シ
補助金交付要
綱について

　補助事業の実施に当たって、必要な事項を規定した補助金交付要綱が整備されていな
いものがありました。
　当該補助事業の内容に応じた補助金交付要綱を整備してください。

健やか育成課 改善済み

歳出関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その２）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告事項 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

ス
補助金の確定
前交付につい
て

　三田市補助金等交付規則第１４条において「市長は、前条の規定により補助金等の額
を確定した後に、補助金等を補助事業者に交付するものとする。ただし、市長が補助事
業の遂行上必要があると認めるときは、補助金等の額の確定前であっても補助金等の全
部又は一部を交付することができる。」とされているとともに、補助金等の額の確定前
に交付（以下「確定前交付」という。）する場合については、交付決定額の９０％以内
において２回を超えない範囲内を原則とされているところ、補助事業者等において当該
補助金の交付決定額を超える留保資金を有しているにもかかわらず交付決定額の全額を
確定前交付されているものがありました。
　確定前交付については、当該事業者等の繰越金の状況等に応じて厳正に判断するとと
もに、交付決定額の全額を確定前交付する必要性についても検討してください。
　また、これらの補助金については、三田市からの財政的援助の必要性についても検討
してください。

危機管理課 改善済み

危機管理課 改善済み

保育振興課
［こども支援課］

改善済みに
至らず

　証拠書類（領収書の写し等）による実績報
告の審査は概ね行われていましたが、一部に
おいて証拠書類による確認がされていないと
ころがありました。

　確認がされていない実績
部分については、速やかに
確認するとともに、補助金
等の変更が生じる場合はし
かるべき措置を講じてくだ
さい。

ソ

補助対象経費
に占める補助
金等の額の割
合について

　三田市においては、既存の補助金の適正化や新しい補助金を創設する場合の指針を示
し、より適正で透明性の高い補助金制度を継続的に確立するために平成２８年５月に
「補助金等見直しガイドライン」を策定されており、この中で、補助対象経費に占める
補助金等の額の割合（以下「補助率」という。）は、原則として２分の１以下を基準と
することとされているところ、２分の１を超えているものがありました。
　補助率が２分の１を超えているものについては、行政関与の必要性について検討し、
必要性の低いものは補助率の引下げ、事業補助への転換等の適正化活性化に向けて取り
組んでください。

危機管理課
改善済みに
至らず

　平成３０年度から補助対象となる経費を見
直すことにより補助金額の削減に取り組まれ
ていたものの、補助金額の割合は２分の１を
超えていました。

　補助金額の割合が２分の
１を超えているものについ
ては、速やかに行政関与の
必要性に応じた負担割合に
なっているか検証を行うと
ともに、補助金額の割合が
２分の１以下となるように
取り組んでください。

タ
三田市の機関
に対する補助
金について

　三田市の機関の事務事業に係る経費については、本来的には三田市の予算から直接執
行されるべきものであるところ、三田市から当該機関への補助金として交付され執行さ
れているものがありました。
　当該事務事業に係る経費の執行方法について検討してください。

危機管理課
改善済みに
至らず

　経費の執行方法において、検討されている
ものの、変更には至っていませんでした。

　経費の執行方法について
は、速やか直接執行するな
ど、所要の措置を講じてく
ださい。

歳出関係

セ
補助事業の実
績報告の審査
について

　三田市補助金等交付規則第３条において「市長は、毎年度予算の範囲内で、補助事業
等の実施に必要な経費の全部又は一部を補助するものとする。」、同規則第１２条第１
項において「市長は、前条の規定による報告を受けたときは、補助事業等の成果が補助
金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合するかどうかを審査しなければな
らない。」と規定されているところ、領収書等の確認がなされていないものがありまし
た。
　これらの補助金については、再度、実績報告の審査及び補助金等の額の確定を行う等
しかるべき措置を講じてください。
　また、補助事業の活動内容については、補助事業の目的が達成できるものとなるよう
に適宜、確認、指導するとともに、実績報告書に不備、不足等があるものについては、
適時に補正等を求めてください。
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その２）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告事項 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

ア
公共施設の使
用許可の変更
について

　公共施設の使用許可の変更に当たり、変更申請・変更許可ともに口頭での手続となっ
ており、書面での手続となっていないものがありました。
　公共施設の使用許可については、行政処分としての性格を有するものであるととも
に、口頭での手続は、無許可使用、重複予約等の発生リスクとなることから、書面での
手続を行うこととして、これに係るマニュアル、様式等所要の整備を行ってください。

子ども政策課
【多世代交流館】
［健やか育成課］

改善済み

イ
普通財産の貸
付手続につい
て

　三田市公有財産規則第１９条において「普通財産を貸し付けようとするときは、借受
申請者から市有普通財産借受願を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により市長
の決裁を受けなければならない。」と規定されているところ、これらの手続がなされず
に普通財産（建物）が貸付されているものがありました。
　当該普通財産について、貸付手続を行ってください。

子ども政策課
［健やか育成課］

改善済みに
至らず

　普通財産の貸付手続については検討されて
いるものの、行われていませんでした。

　普通財産の貸付について
は、法令等に基づき速やか
に貸付手続を行ってくださ
い。

ウ
普通財産の貸
付範囲につい
て

　普通財産の貸付に当たって、重複して貸付されている部分があるものがありました。
　当該普通財産の貸付内容を精査して、重複して貸付される部分が生じないよう貸付内
容を見直ししてください。

保育振興課
［こども支援課］

改善済み

エ
物品の貸付手
続について

　三田市会計事務規則第１０６条第５項において「物品管理者は、第１項の規定により
物品を貸し付ける場合においては、別に定めがあるもののほか、借受人から借用証書を
徴収しなければならない。ただし、軽微な物品については貸付簿を備え、これに借受人
から借用した旨の記名押印をさせて借用証書に代えることができる。」と規定されてい
るところ、これらの手続がなされずに事務机、椅子、書類保管庫等の物品を貸付されて
いるものがありました。
　当該物品について、貸付手続を行ってください。

健やか育成課
【青少年育成セン
ター】

改善済み

オ
備品の管理に
ついて

　三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、出納員におい
て備品台帳を備え付け、物品の保管状況を明らかにしなければならない。」、備品消耗
品取扱基準第３条第３項において「備品には、可能な限り備品整理票を貼付するものと
する。」と規定されているところ、備品整理票が貼付可能であるにもかかわらず備品整
理票が貼付されていないものがありました。
　備品の保管状況を明らかにするため、備品台帳への登載、備品整理票の貼付等につい
て、遺漏のないようにするとともに、備品台帳と備品を定期的に照合してください。

政策課 改善済み

オ
備品の管理に
ついて

　備品については、三田市会計事務規則第１０４条第１項において「物品は、常に良好
な状態で使用又は処分ができるように保管しなければならない。」と規定されていると
ころ、長らく使用されておらず使用できるかどうか不明であるものがありました。
　備品については、常に良好な状態で使用又は処分ができるように保管するとともに、
不用な備品は適正に処分してください。

秘書広報課 改善済み

財産管理
関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その２）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告事項 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

オ
備品の管理に
ついて

　三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、出納員におい
て備品台帳を備え付け、物品の保管状況を明らかにしなければならない。」、備品消耗
品取扱基準第３条第３項において「備品には、可能な限り備品整理票を貼付するものと
する。」と規定されているところ、当該備品台帳に登載されている内容と実際の備品が
異なるものがありました。
　備品の保管状況を明らかにするため、備品台帳への登載、備品整理票の貼付等につい
て、遺漏のないようにするとともに、備品台帳と備品を定期的に照合してください。

健やか育成課
【青少年育成セン
ター】

改善済み

オ
備品の管理に
ついて

　三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、出納員におい
て備品台帳を備え付け、物品の保管状況を明らかにしなければならない。」、備品消耗
品取扱基準第３条第３項において「備品には、可能な限り備品整理票を貼付するものと
する。」と規定されているところ、当該備品台帳に登載されているにもかかわらず当該
備品の所在が確認できないもの、当該部署が保管する備品であるにもかかわらず当該備
品台帳に登載されていないものがありました。
　備品の保管状況を明らかにするため、備品台帳への登載、備品整理票の貼付等につい
て、遺漏のないようにするとともに、備品台帳と備品を定期的に照合してください。

子ども政策課
【多世代交流館】
［健やか育成課］

改善済みに
至らず

　備品台帳と保管備品との照合及び備品整理
票の貼付等について、整備に向けて取り組ま
れているものの、照合等の作業は完了してい
ませんでした。

　備品台帳と保管備品との
照合及び備品整理票の貼付
等については、速やかに完
了するよう取り組むととも
に、備品台帳と保管備品に
ついて定期的に照合してく
ださい。

カ
公共施設の鍵
の管理につい
て

　施設の合鍵を多数作成し、当該施設の職員及び関係者に貸与されているところ、この
貸与に係る書面が整備されていないものがありました。
　施設の合鍵の作成は、必要最小限の本数に留めるとともに、貸与に当たっては貸与願
を徴する等貸与状況が適正に管理できる台帳等を整備してください。

健やか育成課
［こども政策課］

改善済み

ア
事務経理簿に
ついて

　三田市文書取扱規程第１３条第３号において「文書には、次の各号により整理記号及
び番号を付さなければならない。」、同条第３号において「番号は、別に定めるものの
ほか、１件ごとに会計年度による一連番号とし、毎年４月に更新すること。」、同規程
第１７条第１項において「所管課は、文書（電磁的記録を除く。）の配付を受けたとき
は直ちに受付決裁印を余白に押印のうえ、事務経理簿に所要事項を記載して所管課長の
査閲に供し、その指示を受けなければならない。この場合において、所管課長は、当該
文書について指示を要するものにあっては、その指示事項を記入するものとする。」と
規定されているところ、配付を受けた文書があるにもかかわらず事務経理簿に記載され
ていないものがありました。
　事務経理簿は文書の処理を明確にするためのものであることから、適正に記載するよ
うにしてください。

秘書広報課 改善済み

ア
事務経理簿に
ついて

　三田市文書取扱規程第１３条第３号において「文書には、次の各号により整理記号及
び番号を付さなければならない。」、同条第３号において「番号は、別に定めるものの
ほか、１件ごとに会計年度による一連番号とし、毎年４月に更新すること。」と規定さ
れているところ、１件ごとに記載されていないものがありました。
　事務経理簿は文書の処理を明確にするためのものであることから、適正に記載するよ
うにしてください。

危機管理課 改善済み

財産管理
関係

事務管理
関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その２）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告事項 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

ア
事務経理簿に
ついて

　三田市文書取扱規程第１３条第３号において「文書には、次の各号により整理記号及
び番号を付さなければならない。」、同条第３号において「番号は、別に定めるものの
ほか、１件ごとに会計年度による一連番号とし、毎年４月に更新すること。」、同規程
第３２条第１号において「発送文書は、事務経理簿に所要事項を記載すること。」と規
定されているところ、発送した文書があるにもかかわらず事務経理簿に記載されていな
いものがありました。
　事務経理簿は文書の処理を明確にするためのものであることから、適正に記載するよ
うにしてください。

健やか育成課
［こども政策課］

改善済み

ア
事務経理簿に
ついて

　三田市文書取扱規程第１３条第３号において「文書には、次の各号により整理記号及
び番号を付さなければならない。」、同条第３号において「番号は、別に定めるものの
ほか、１件ごとに会計年度による一連番号とし、毎年４月に更新すること。」、同規程
第１７条第１項において「所管課は、文書（電磁的記録を除く。）の配付を受けたとき
は直ちに受付決裁印を余白に押印のうえ、事務経理簿に所要事項を記載して所管課長の
査閲に供し、その指示を受けなければならない。この場合において、所管課長は、当該
文書について指示を要するものにあっては、その指示事項を記入するものとする。」と
規定されているところ、番号が重複しているもの、配付を受けた文書があるにもかかわ
らず事務経理簿に記載されていないものがありました。
　事務経理簿は文書の処理を明確にするためのものであることから、適正に記載するよ
うにしてください。

子ども家庭課
［こども支援課］

改善済み

イ
文書分類表等
について

　三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別表第２
の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１条において「所管課
長は、当該所管課の文書について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存
場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日まで
に文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含
む。以下この条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」と規定され
ているところ、保存期間に係る文書の所在が確認できないもの、文書が存在しているに
もかかわらず文書分類表に登載されていないものがありました。
　三田市文書取扱規程別表第２において具体的に規定されている文書については、これ
に基いて保存期間を設定するとともに、当該期間保存してください（例　１０年：廃棄
文書目録、１年：旅行命令簿、事務経理簿、公印押印簿、運転日誌、文書分類表）。
　また、文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。

危機管理課
改善済みに
至らず

　三田市文書取扱規程第３７条第１項及び同
第４１条に規定された文書分類表の作成、文
書担当課長への写しの提出がされていません
でした。

　文書分類表については、
速やかに作成するとともに
その写しを文書担当課長に
提出してください。
　また、文書については、
日頃から整理整頓するとと
もに、定期的に文書分類表
と照合する等適切に管理し
てください。

事務管理
関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その２）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告事項 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

子ども政策課
[こども政策課]

改善済み

健やか育成課
改善済みに
至らず

　文書分類表と文書の照合はされていたもの
の、文書が存在しているにもかかわらず文書
分類表に登載されていないもの、保存期間の
設定誤りによる廃棄が行われているものがあ
りました。

　文書については、速やか
に文書分類表と照合する等
適正に管理するとともに、
保存期間についても適切に
設定してください。
　また、日頃から整理整頓
するとともに、定期的に文
書分類表と照合する等適切
に管理してください。

子ども家庭課
［こども支援課］

改善済み

事務管理
関係

イ
文書分類表等
について

　三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別表第２
の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１条において「所管課
長は、当該所管課の文書について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存
場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日まで
に文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含
む。以下この条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」と規定され
ているところ、文書が存在しているにもかかわらず文書分類表に登載されていないもの
がありました。
　三田市文書取扱規程別表第２において具体的に規定されている文書については、これ
に基いて保存期間を設定するとともに、当該期間保存してください（例　１０年：廃棄
文書目録、１年：旅行命令簿、事務経理簿、公印押印簿、運転日誌、文書分類表）。
　また、文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適正に管理してください。
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その２）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告事項 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

政策課 改善済み

秘書広報課 改善済み

危機管理課
改善済みに
至らず

　電磁的記録媒体の記録媒体管理簿への登載
については行われていたものの、規定された
所要事項の一部が記載されていないものがあ
りました。

　記録媒体管理簿について
は、規定されている所要事
項は記載するとともに、適
正に管理してください。

健やか育成課
［こども政策課］

改善済み

健やか育成課 改善済み

子ども家庭課
［こども支援課］

改善済み

エ 公印について
　数年間、使用された実績がない公印がありました。
　当該公印については、これを使用するべき事務がないか確認し、使用するべき事務が
ない場合には廃止する等してください。

健やか育成課
【青少年育成セン
ター】

改善済み

オ

自家用自動車
の借上による
旅行に係る旅
行命令等につ
いて

　職員等の旅費に関する条例第４条第４項において「旅行命令権者は、旅行命令等を発
し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」とい
う。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければなら
ない。」、三田市職員服務規程第６条において「職員は、出張を命じられ、当該用務を
終えて帰庁したときは、速やかに復命書を所属長に提出しなければならない。ただし、
軽易な事項については、口頭で復命することができる。」と規定されており、口頭で復
命した場合にはこれを簡易復命書として記録することとされているところ、自家用自動
車の借上による旅行（出張）について、旅行命令簿に当該旅行に関する事項の一部が記
載されていないもの、旅行命令に対する復命が行われていないものがありました。
　自家用自動車の借上による旅行（出張）についても、旅行命令及びこれに対する復命
を適正に行ってください。

健やか育成課
［こども政策課］

改善済みに
至らず

　旅行命令簿の記載については適正に行われ
ていたものの、所属長等への復命がされてい
ませんでした。

　旅行命令に対する復命に
ついては、法令等に基づき
適切に行ってください。

ウ
電磁的記録媒
体の管理につ
いて

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記録媒体
管理簿に登載して管理することとされているところ、当該部署が管理する電磁的記録媒
体があるにもかかわらず記録媒体管理簿に登載されていないものがありました。
　当該電磁的記録媒体は速やかに記録媒体管理簿に登載してください。
　また、ＵＳＢメモリ、ＳＤカード（デジタルカメラ用を含む。）、課内共有データ等
を保存したＤＶＤ、内蔵メモリを有するＩＣレコーダー等、他に記録媒体管理簿に登載
するべきものがないか確認するとともに、記録媒体管理簿と電磁的記録媒体を定期的に
照合してください。

事務管理
関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その２）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告事項 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

健やか育成課
［こども政策課］

改善済みに
至らず

保育振興課
【三田保育所】
［こども支援課］

改善済みに
至らず

健やか育成課
［こども政策課］

改善済み

健やか育成課 改善済み

ク
公用車の管理
について

　公用車については、庁用自動車取扱規程第５条第４項において「車両の安全な運行を
確保するため、毎月１５日（日曜日、土曜日又は休日の場合は翌日）を一斉点検日と定
め、原則として始業時に車両点検を行う。」、同規程第８条において、「運転者は、毎
日の運行状況を運転日誌に記載し、その運行状況を明確にしておかなければならな
い。」と規定されているところ、車両点検を行った記録が適正に整備されていないも
の、運転日誌が適正に整備されていないものがありました。
　これらの書類について、適正に整備してください。

子ども政策課
【多世代交流館】
［健やか育成課］

改善済み

ケ
サービス券の
在庫管理につ
いて

　所定の者に対して交付するために、三田市が購入するサービス券の在庫数を管理する
台帳において、台帳上の在庫数と実際の在庫数を所属長等が確認した結果が記録されて
いないものがありました。
　このようなサービス券は切手等と同様のものとして、台帳上の在庫数と実際の在庫数
を所属長等が確認した結果を記録するようにしてください。
　また、適正かつ容易に在庫管理が行えるように在庫管理の方法（保管場所、管理単位
等）について検討してください。

子ども政策課
【多世代交流館】
［健やか育成課］

改善済み

コ
準公金等の管
理について

　準公金等の管理について、出納簿の残高と現金・預金の残高が定期的に照合確認され
ていないものがありました。
　事故等防止の観点から、所属長等が定期的に照合確認してください。

健やか育成課
［こども政策課］

改善済みに
至らず

　準公金等の管理において、平成３１年度か
ら確認様式を変更するなど、誤りが生じない
体制づくりに取り組んでいるものの、所属長
等による定期的な照合確認は行われていませ
んでした。

　準公金等の管理について
は、所属長等による定期的
な照合確認を速やかに行っ
てください。

キ
職員被服貸与
台帳について

　三田市職員被服貸与規則第１３条において、「各所属の長は次の各号の区分に従い、
職員被服貸与台帳を備え付け、貸与の状況を常に整理しておかなければならない。」と
規定されていることから、職員被服貸与台帳については、各所属長が各課に備え付け整
理するとともに、被服を貸与されている職員が他の所属に異動する際には当該職員に係
る職員被服貸与台帳を当該所属長に引継ぎしなければならないものであるところ、この
引継ぎがなされていないものがありました。
　当該職員被服貸与台帳について、引継ぎを行ってください。

カ

職員に貸与す
る被服の形
状、色等につ
いて

　三田市職員被服貸与規則別表第２において、職員に貸与する被服の形状、色等が規定
されているところ、職務の実情に応じたものとして、同表に規定されている形状、色と
異なる被服が貸与されているものがありました。
　三田市職員被服貸与規則に規定する被服の形状、色について、職務の実状に応じたも
のに改める等、所要の措置を講じてください。

　三田市職員被服貸与規則所管課と一定調整
はされていましたが、整理がされていないこ
とから、同規則と実態に齟齬が生じていまし
た。

　職員に貸与する被服につ
いては、規則と実態に齟齬
が生じないよう、引き続き
規則所管課との調整を行っ
てください。

事務管理
関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その２）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告事項 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

サ
準公金等の管
理について

　準公金等の管理について、出納簿の残高と現金・預金の残高が定期的に照合確認され
ていないものがありました。
　事故等防止の観点から、所属長等が定期的に照合確認してください。
　また、公金と準公金の出納が同一の帳簿において管理されているものがありました。
　これらの出納に当たって、互いに混入することがないように、公金と準公金の出納は
別々の帳簿において管理してください。

保育振興課
【三田保育所】
［こども支援課］

改善済みに
至らず

　準公金等の管理において、入出金の状況を
示す出納簿の整備がされていませんでした。
　また、収入・支出に係る決裁書類等証拠書
類の整備がされていませんでした。

　準公金等の管理について
は、速やかに出納簿の整備
を行うとともに、現金・預
金残高との照合確認を定期
的に行ってください。
　併せて、収入・支出に係
る決裁書類等証拠書類の整
備も行ってください。

シ

養育支援家庭
訪問事業等に
係る事務処理
について

　養育支援訪問事業及びこんにちは赤ちゃん事業は職員等が訪問により親子の心身の状
況、養育環境等、個々の家庭の抱える養育上の諸問題等を把握することにより、関係機
関と連携して、これらの軽減、解決支援を図るものであるところ、当該訪問記録に係る
事務処理が数か月に亘り停滞しており、この間、関係機関との当該訪問記録に係る情報
共有がなされていないものがありました。
　当該事業は、重大事案の未然防止、早期発見に資するものである等、当該事業の重要
性の観点から、当該事務処理に係るマニュアルを整備するとともに、当該事務処理の進
捗状況を的確に行う等事務処理の停滞防止に向けた対策を講じてください。

子ども政策課
［健やか育成課］

改善済み

事務管理
関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項

ア
地方交付税の
基礎数値の報
告について

　地方交付税の基礎数値の報告に係る交付税検査において、基準財政需要額の統
計関係について「土木費において計上漏れが多数見受けられた。今後は適正な基
礎数値の報告及び算定をお願いしたい。」、基準財政収入額のその他諸税につい
て「軽自動車税の課税保留に係る基礎数値の把握の誤りがあり、前回交付税検査
においても指摘しているところであるので、今後はより一層、適正な基礎数値の
報告に努めていただきたい。」との指摘を受けていました。
　当該検査において同じ指摘を繰り返し受けることがないように、関係部署と当
該報告に係る情報共有・連携協力を図ってください。

財政課 改善済み

イ
配付物品の再
交付に係る徴
収金について

　配付物品の再交付に係る徴収金の徴収に当たっての根拠として平成２７年３月
３１日付の総務部長決裁が整備されているところ、平成２８年度から当該物品の
一部の物品の再交付に係る徴収金の徴収の廃止に当たっての根拠としての決裁等
が整備されていないものがありました。
　徴収金の徴収の廃止に当たっての根拠としての決裁等を整備してください。

人事課 改善済み

ウ

行政財産目的
外使用に伴う
実費徴収金に
ついて

　行政財産目的外使用に係る実費徴収金の算定に当たり、子メーターが設置され
ていないことから面積按分により算定しているものについて、当該使用許可を受
けた団体が当該使用許可部分に配置している職員数が少ないことを理由として、
面積按分により算定した額を減額しているものがありました。
　当該実費徴収金の内容が光熱水費であることからすると、当該職員数が少ない
ことを理由として、これを減額することは不合理であると考えられますので、合
理的な理由の存否等について検討してください。

総務課
［管財営繕課］

改善済み

税務課 改善済み

収納対策課 改善済み

オ
返納金に係る
会計処理につ
いて

　当年度予算からの支出について戻入があった場合には、歳出戻入として受け入
れる処理をするべきところ、歳入として受け入れる処理がなされているものがあ
りました。
　当該処理については、速やかに修正するとともに、再発防止に向けて会計処理
の研鑽に取り組んでください。

人事課 改善済み

区分

エ
調定の時期に
ついて

　調定については、地方自治法第２３１条において「普通地方公共団体の歳入を
収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対し
て納入の通知をしなければならない。」、地方自治法施行令第１５４条第１項に
おいて「地方自治法第２３１条の規定による歳入の調定は、当該歳入について、
所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかそ
の他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければな
らない。」、三田市会計事務規則第１０条第１項において「歳入管理者は、歳入
を収入するときは、政令第１５４条第１項の規定による調査をし、調定決議書に
より調定をしなければならない。」と規定されているところ、請求前に調定され
ていないものがありました。
　調定については、適時に行ってください。

歳入関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

カ
納期限の設定
について

　三田市会計事務規則第１４条において、「納入の通知をする場合の納期限につ
いては、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から２０日以内に納
期限を定めなければならない。」と規定されているところ、法令その他の定めが
ないにもかかわらず２０日を過ぎた納期限を定めているものがありました。
　納期限については、債務の履行期限であることから、適正に定めてください。
　また、調定決議書において、決裁日が記載されていないものがありました。
　調定決議書における決裁日は調定日となり、納期限を定める基準となるもので
あることから、適正に記載してください。

人事課 改善済み

カ
納期限の設定
について

　調定決議書において、決裁日が記載されていないものがありました。
　調定決議書における決裁日は調定日となり、納期限を定める基準となるもので
あることから、適正に記載してください。

税務課
改善済みに
至らず

　一部の調定決議書において、決裁日が
記載されていないものがありました。

　調定決議書の決裁日につ
いては、遺漏が無いように
してください。

カ
納期限の設定
について

　三田市会計事務規則第１４条において、「納入の通知をする場合の納期限につ
いては、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から２０日以内に納
期限を定めなければならない。」と規定されているところ、法令その他の定めが
ないにもかかわらず２０日を過ぎた納期限を定めているものがありました。
　納期限については、債務の履行期限であることから、適正に定めてください。

収納対策課 改善済み

キ
市税等執行停
止について

　地方税法第１５条の７第４項「第１項の規定により滞納処分の執行を停止した
地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が３年間継続
したときは、消滅する。」と規定されていることから、執行停止に係る事由が継
続しているか定期的に調査・確認する必要があるところ、この調査・確認がなさ
れていないものがありました。
　執行停止に係る事由が継続しているか定期的に調査・確認するとともにこの結
果を記録してください。

収納対策課
改善済みに
至らず

　執行停止に係る事由の継続に係る調査
において、調査実施要領を作成し概ね調
査されているものの、一部の事案につい
ては調査されないまま不納欠損処理が行
われていました。

　執行停止に係る事由の継
続による不納欠損処理につ
いては、法令等に基づき適
正に行ってください。

ク

配付に当たっ
て対価を徴収
する物品の在
庫管理につい
て

　配付に当たって対価を徴収する物品の在庫数を管理する台帳において、台帳上
の在庫数と実際の在庫数を所属長等が確認した結果が記録されていないものがあ
りました。
　配付に当たって対価を徴収する物品については、台帳上の在庫数と実際の在庫
数を所属長等が確認した結果を記録してください。
　また、適正かつ容易に在庫管理が行えるように在庫管理の方法（保管場所、管
理単位等）について検討してください。

人事課
改善済みに
至らず

　物品を管理する台帳に係る所属長等の
確認は行われ、台帳記載数量は実際の在
庫数量を記載されていました。
　台帳記載数量は、物品の受入数量から
交付数量を差し引いた在庫数量となって
おらず、対価を徴収する物品の管理とし
ては適切ではない状態となっていまし
た。
　また、有料で交付した際に、入金状況
を把握するために設定されている入金日
欄に一部記載漏れがありました。

　物品を管理する台帳につ
いては、すべての物品の受
払いについて記載するとと
もに、台帳記載の在庫数量
と実際の在庫数量を照合確
認できるようにしてくださ
い。
　また、入金状況の把握に
ついては、適切に実施して
ください。

歳入関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

ア
業務委託等の
契約に係る仕
様書について

　三田市契約事務規則第４４条において「随意契約によろうとするときは、契約
条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく２人以上の者から見積書を徴
さなければならない。」とされているところ、契約条項その他見積りに必要な事
項を示した書類（以下「仕様書」という。）が作成されていないものがありまし
た。
　仕様書は、契約締結の前に業務委託等しようとする内容を具体的に示すもので
あるとともに、契約の履行確認に当たっての基準となるものであることから、適
正なものを作成してください。

総務課 改善済み

ア
業務委託等の
契約に係る仕
様書について

　三田市契約事務規則第４４条において「随意契約によろうとするときは、契約
条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく２人以上の者から見積書を徴
さなければならない。」とされているところ、契約条項その他見積りに必要な事
項を示した書類（以下「仕様書」という。）が作成されていないものがありまし
た。
　また、仕様書において、委託料の請求時期・支払時期が明確に規定されていな
いものがありました。
　仕様書は、契約締結の前に業務委託等しようとする内容を具体的に示すもので
あるとともに、契約の履行確認に当たっての基準となるものであることから、適
正なものを作成してください。

人事課 改善済み

ア
業務委託等の
契約に係る仕
様書について

　三田市契約事務規則第４４条において「随意契約によろうとするときは、契約
条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく２人以上の者から見積書を徴
さなければならない。」とされているところ、仕様書において、委託期間が規定
されていないものがありました。
　仕様書は、契約締結の前に業務委託等しようとする内容を具体的に示すもので
あるとともに、契約の履行確認に当たっての基準となるものであることから、適
正なものを作成してください。

契約検査課 改善済み

ア
業務委託等の
契約に係る仕
様書について

　三田市契約事務規則第４４条において「随意契約によろうとするときは、契約
条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく２人以上の者から見積書を徴
さなければならない。」とされているところ、仕様書において、成果品の提出期
限について業務の実態に即した提出期限が規定されていないものがありました。
　仕様書は、契約締結の前に業務委託等しようとする内容を具体的に示すもので
あるとともに、契約の履行確認に当たっての基準となるものであることから、適
正なものを作成してください。

税務課 改善済み

歳出関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

イ
契約締結の準
備行為につい
て

　行政事務マニュアルにおいて「施設管理業務など、年度当初（４月１日）から
契約に基づき業務を実施する必要がある契約に関して、事務処理上その理由を明
確に記載した上で、前年度に実施伺い、入札又は見積り合わせなどを行うこと
は、契約締結の準備行為としてやむを得ないものです。この場合にあっては、工
事入札通知及び仕様書等に「解除条件付の契約」（予算議決前の準備行為として
実施する入札であるため、市議会で予算の減額、否決があったときは解除条件が
成就し、入札の効力を失う旨）であることを記載します。」と規定されていると
ころ、前年度に契約締結の準備行為を行うものであるにもかかわらず、解除条件
付の契約である旨の記載がないものがありました。
　前年度に契約締結の準備行為を行う場合には、仕様書等に解除条件付の契約で
あることを記載してください。

人事課 改善済み

ウ
随意契約に係
る理由につい
て

　行政事務マニュアルにおいて「単独随意契約については、自治令根拠や契約相
手先の選定理由を明確にすること」とされているところ、単独随意契約に係る契
約相手先の選定理由が明確になっていないものがありました。
　単独随意契約に当たっては、随意契約とする理由に加えて、単独とする理由
（当該事業者と契約することの優位性等）を明確にするとともに、長期にわたっ
て単独随意契約となっているものは、類似するものとの比較を行う等契約内容の
妥当性について適宜確認してください。

総務課 改善済み

ウ
随意契約に係
る理由につい
て

　三田市契約事務規則第４２条において「施行令第１６７条の２第１項第１号の
規定に基づき随意契約によることができる契約は、次に掲げる額以下の額の予定
価格の契約とする。」と規定されているところ、予定価格がこの規定の金額を超
えているにもかかわらず、この規定を根拠として随意契約を行っているものがあ
りました。
　随意契約に当たっては、理由を明確にするとともに、適用条文と適合させてく
ださい。

総務課
［管財営繕課］

改善済み

人事課 改善済み

収納対策課 改善済み

エ
業務委託に係
る見積書につ
いて

　三田市契約事務規則第４４条において「随意契約によろうとするときは、契約
条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく２人以上の者から見積書を徴
さなければならない。」と規定されているとともに、同規則第４５条において見
積書の徴取を省略することができる場合が規定されているところ、省略すること
ができる場合に該当しないにもかかわらず見積書を徴取していないものがありま
した。
　単独随意契約となる場合であっても、委託料の根拠として見積書で徴取してく
ださい。

歳出関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

エ
業務委託に係
る見積書につ
いて

　三田市契約事務規則第４４条において「随意契約によろうとするときは、契約
条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく２人以上の者から見積書を徴
さなければならない。」と規定されているとともに、同規則第４５条において見
積書の徴取を省略することができる場合が規定されているところ、見積書に日付
のないものがありました。
　見積書は適正なものを適時に徴してください。

税務課 改善済み

人事課 改善済み

総務課
［管財営繕課］

改善済みに
至らず

　平成３１年度の契約書等の表記につい
ては、概ね改善されているものの、一部
において、署名捺印欄に企業名の記載が
なく、氏名と捺印のみとなっているもの
がありました。

　契約書等の契約当事者表
記については、法令等に基
づき適正に行ってくださ
い。

財政課 改善済み

税務課 改善済み

カ
契約事務につ
いて

　昨今の監査等において、契約事務が適正になされていない部署が見受けられる
ところ、三田市契約事務規則第３条第１項において「契約検査担当課長は、契約
に関する事務の適正な執行を期するため、当該事務の処理について、必要な調整
を行うものとする。」、同条第２項において「契約検査担当課長は、契約に関す
る事務の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、課長等又は法第１
８０条の２の規定により委任若しくは補助執行させた職員に対し、その所掌事項
に係る契約事務の状況について調査し、又は当該事務の処理について必要な措置
を講ずべきことを求めることができる。」と規定されていることから、各部署に
おける契約事務が適正になされるように全庁的に指導してください。

契約検査課 改善済み

キ
委託業務等の
履行確認につ
いて

　委託業務等に係る履行確認について、仕様書において受託者が実施することと
されているシステム管理（アクセスログ等の管理、ウィルスチェックの実施、
バックアップの実施等）が実施されたことが確認できる業務報告書等が整備され
ていないものがありました。
　委託業務等に係る履行・実績確認については、仕様書に規定する業務内容に照
らして、慎重に精査するとともに、不適合な部分がある場合には、適時かつ厳正
に対処してください。

総務課 改善済み

オ

契約書等にお
ける契約当事
者の表記につ
いて

　契約書等の契約当事者の表記について、契約書等の署名捺印欄において団体名
が記載されていないもの（例：○○市長　□□　□□）等契約当事者が個人であ
るのか団体であるのか判然としないものがありました。
　この点については、契約書における留意事項について（平成２９年３月２２日
付契約検査課長通知）、契約締結の準備行為及び年度末の処理等について（通
知）（平成３０年２月１４日付契約検査課長通知）において通知されているとこ
ろですので、前文等においては団体名（例：○○市）、署名捺印欄においては団
体名、代表資格名及び代表者氏名（例：○○市　○○市長　□□　□□）により
表記してください。

歳出関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

キ
委託業務等の
履行確認につ
いて

　委託業務等に係る履行確認について、仕様書において１か月に１回以上行うこ
ととされている保守点検が実施されたことが確認できる業務報告書等が整備され
ていないものがありました。
　委託業務等に係る履行・実績確認については、仕様書に規定する業務内容に照
らして、慎重に精査するとともに、不適合な部分がある場合には、適時かつ厳正
に対処してください。

人事課
改善済みに
至らず

　履行されたことが確認できる業務報告
書等は概ね徴取されていたものの、一部
において業務報告書等が徴取されていま
せんでした。

　委託業務等に係る履行確
認については、漏れなく適
切な書面を徴取する等適切
な対応を行ってください。

キ
委託業務等の
履行確認につ
いて

　委託業務等に係る履行確認について、仕様書において受託者が実施することと
されているシステム管理（アクセスログ等の管理、ウィルスチェックの実施、
バックアップの実施等）が実施されたことが確認できる業務報告書等が整備され
ていないもの、システム改修業務において改修後の動作確認の結果等が確認でき
る業務報告書等が整備されていないものがありました。
　委託業務等に係る履行・実績確認については、仕様書に規定する業務内容に照
らして、慎重に精査するとともに、不適合な部分がある場合には、適時かつ厳正
に対処してください。

財政課 改善済み

キ
委託業務等の
履行確認につ
いて

　委託業務等に係る履行確認について、単価契約となっているものについて実績
数量が確認されていないものがありました。
　委託業務等に係る履行・実績確認については、仕様書に規定する業務内容に照
らして、慎重に精査するとともに、不適合な部分がある場合には、適時かつ厳正
に対処してください。

収納対策課 改善済み

ク
委託業務に係
る資料の貸与
について

　委託業務の実施に当たり、三田市から当該業務に係る大量の資料を貸与するも
のについて、当該資料の返却の際に、返却された資料に不足がないか確認されて
いないものがありました。
　当該資料の重要性に鑑みて、返却の際には不足がないか確認するとともに、確
認した記録を整備してください。

税務課
改善済みに
至らず

　
　業務委託の際に貸与される資料におい
て、記録簿等が作成されていたものの、
一部の貸与資料の記載が漏れているもの
がありました。
　また、返却の際に不足がないか確認さ
れていないものがありました。

　業務委託に係る資料の貸
与については、貸与した書
類の種別・枚数を適切に記
録するとともに、返却時の
不足確認も確実に行ってく
ださい。

歳出関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

ケ

消耗品の購
入・支払に係
る手続につい
て

　消耗品の購入については、備品消耗品取扱基準第４条第２項において「同一事
由により５万円未満の備品を購入するに当たっては、備品購入伺いにより決裁権
者（課長等）が、５万円未満の消耗品を購入するに当たっては、消耗品購入伺い
により所属長が認めた係長等が、それぞれその是非を決定するものとする。」と
規定されているとともに、この支払については、同基準第５条第２項において
「決裁権者（課長等）は、備品の支払いに当たっては備品購入伺いの内容を、消
耗品の支払いに当たっては消耗品購入伺い兼取得簿の内容をそれぞれ確認し決定
するものとする。」と規定されていることから、これらの一連の手続において
は、課長等と係長等による複数のチェックが働くこととなっているものであると
ころ、所要事項の一部が記載等されていないものがありました。
　消耗品の購入・支払に係るこれらの手続について、適正に行ってください。

ICT推進課
[情報推進課]

改善済み

人事課 改善済み

収納対策課 改善済み

コ
加入団体負担
金について

　三田市が加入する団体に対して負担金を支出しているところ、当該負担金の金
額について当該団体の会費規程に照らすと、その内訳が判然としていないものが
ありました。
　当該負担金の内訳を明確にしてください。
　また、当該団体に加入する根拠についても明確にしてください。

総務課
［管財営繕課］

改善済み

サ
資金前渡の精
算について

　三田市会計事務規則第４５条第１項において、資金前渡を受けた者は、常時の
費用に係るものに該当する前渡資金にあっては、その支払完了後５日以内に精算
書を作成し、証拠書類を添えて支出命令者に提出し、精算しなければならないと
規定されているところ、所定の期間内に精算がなされていないものがありまし
た。
　資金前渡の精算について、遅延等のないように適正に事務処理を行ってくださ
い。

収納対策課 改善済み

ケ

消耗品の購
入・支払に係
る手続につい
て

　消耗品の購入については、備品消耗品取扱基準第４条第２項において「同一事
由により５万円未満の備品を購入するに当たっては、備品購入伺いにより決裁権
者（課長等）が、５万円未満の消耗品を購入するに当たっては、消耗品購入伺い
により所属長が認めた係長等が、それぞれその是非を決定するものとする。」と
規定されているとともに、この支払については、同基準第５条第２項において
「決裁権者（課長等）は、備品の支払いに当たっては備品購入伺いの内容を、消
耗品の支払いに当たっては消耗品購入伺い兼取得簿の内容をそれぞれ確認し決定
するものとする。」と規定されていることから、これらの一連の手続において
は、課長等と係長等による複数のチェックが働くこととなっているものであると
ころ、これらの手続がなされずに購入・支払されているものがありました。
　消耗品の購入・支払に係るこれらの手続について、適正に行ってください。

歳出関係

27



令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

ア

行政財産等の
貸付部分以外
の部分の使用
について

　行政財産の一部について貸付を受けている団体が、当該貸付部分以外の部分に
当該団体の機器等を設置されているものがありました。
　また、普通財産の一部について貸付を受けている団体が、当該貸付部分以外の
部分に当該団体の物品を保管されているものがありました。
　当該貸付部分以外の部分に物品等を設置等されているものについては、速やか
に撤去を求める、または、物品等を設置等されている部分についても貸付手続を
行う等の措置を講じてください。

総務課
［管財営繕課］

改善済みに
至らず

　普通財産の貸付において、当該貸付部
分以外の部分に物品が保管されていたこ
とについては改善されていたものの、行
政財産の貸付部分以外の部分への機器等
の設置については、行政財産の貸付期間
満了までに、これに係る貸付手続き等が
されていませんでした。

　行政財産の使用について
は、法令等に基づき適切に
手続きを行うとともに、同
事案が今後発生しないよう
にしてください。

イ

行政財産の目
的外使用許可
等に係る駐車
スペースにつ
いて

　行政財産の一部について目的外使用許可を受けている団体に対して、当該行政
財産の目的外使用許可を受けている施設の敷地内に専用の駐車スペースを確保し
ているところ、当該部分に係る使用許可手続が行われていないものがありまし
た。
　また、普通財産の一部について貸付を受けている団体に対して、当該貸付を受
けている施設の敷地における自動車保管場所使用承諾証明書（自動車の保管場所
の確保等に関する法律に係るもの。）を交付するとともに、恒常的に当該自動車
等の駐車スペースとして使用されているところ、当該部分に係る貸付手続が行わ
れていないものがありました。
　専用の駐車スペースとして確保等する場合には、当該部分についても行政財産
の目的外使用許可等の手続を行うとともに、受益者負担の公平性の観点から行政
財産目的外使用料等の徴収についても検討してください。

総務課
［管財営繕課］

改善済み

ウ
行政財産の目
的外使用料に
ついて

　行政財産目的外使用料については、三田市行政財産使用料条例第３条に規定す
る算定方法による額（以下「使用料条例による額」という。）を基準として定め
ることと規定されているところ、当該使用料に係る減免申請書の提出がないにも
関わらず、使用料条例による額では従前の使用料より高額になることを理由とし
て、独自の計算方法により安価な使用料を定めているものがありました。
　使用料条例による額よりも安価な使用料とする場合には、当該使用料に係る減
免申請書を徴するとともに、三田市行政財産使用料条例第６条に規定する減免要
件を満たすものであるか、減免する額は妥当な額であるか検討してください。

総務課
［管財営繕課］

改善済みに
至らず

　行政財産目的外使用料において、直接
的な根拠とする文書等が存在していない
にもかかわらず、三田市行政財産使用料
条例第３条第４号規定である「前３号の
規定により難い場合の使用料は、その都
度財産管理者が定める額」を根拠として
決定されているものがありました。

　過去の経緯や事実等を調
査し、直接的な根拠を明確
化するとともに、使用料設
定の法的根拠としている三
田市行政財産使用料条例第
３条第４号規定の適用の妥
当性について検討し、適当
できない場合は同条例第６
条による減免による手続き
を行ってください。

エ

行政財産の目
的外使用許可
等の事務につ
いて

　昨今の監査等において、行政財産の目的外使用許可、普通財産の貸付の事務が
適正になされていない部署が見受けられるところ、三田市公有財産規則第３条第
４項において「公有財産の総括に関する事務は、担当課（管財担当課）において
処理するものとする。」と規定されていることから、各部署における行政財産の
目的外使用許可等の事務が適正になされるように全庁的に指導してください。

総務課
［管財営繕課］

改善済み

財産管理
関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

オ
備品の管理に
ついて

　三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、出納員
において備品台帳を備え付け、物品の保管状況を明らかにしなければならな
い。」、備品消耗品取扱基準第３条第３項において「備品には、可能な限り備品
整理票を貼付するものとする。」と規定されているところ、職員の事務机、事務
椅子等については、以前から十分な管理がなされていなかったことから、平成２
７年２月の新庁舎への移転に合わせて備品台帳の整理等がなされることとなって
いましたが、現在においても、整理等がなされていませんでした。
　職員の事務机、事務椅子等については、大量かつ広範囲にあることから、適正
かつ容易にこれらの管理が行えるように、これらの管理の方法について検討して
ください。

総務課
［管財営繕課］

改善済みに
至らず

　管財担当課が保管する職員の事務机、
事務椅子等については、現時点において
も整理されているところであり、備品台
帳や備品整理票との照合確認は完了して
いませんでした。

　職員の事務机、事務椅子
等の整理については、新庁
舎への移転後、一定期間が
経過していることから、速
やかに照合確認を完了して
ください。

契約検査課 改善済み

税務課 改善済み

事務管理
関係

ア
事務経理簿に
ついて

　三田市文書取扱規程第１３条第３号において「文書には、次の各号により整理
記号及び番号を付さなければならない。」、同条第３号において「番号は、別に
定めるもののほか、１件ごとに会計年度による一連番号とし、毎年４月に更新す
ること。」、同規程第１７条第１項において「所管課は、文書（電磁的記録を除
く。）の配付を受けたときは直ちに受付決裁印を余白に押印のうえ、事務経理簿
に所要事項を記載して所管課長の査閲に供し、その指示を受けなければならな
い。この場合において、所管課長は、当該文書について指示を要するものにあっ
ては、その指示事項を記入するものとする。」、同条第３項において「事務経理
簿への記載に当たっては、収受文書は黒字でもって、発送文書は朱字でもって記
録するものとする。」、同規程第３２条第１号において「発送文書は、事務経理
簿に所要事項を記載すること。」と規定されているところ、所要事項の一部が記
載等されていないもの、発送した文書があるにもかかわらず事務経理簿に記載さ
れていないものがありました。
　事務経理簿は文書の処理を明確にするためのものであることから、適正に記載
するようにしてください。

人事課 改善済み

オ
備品の管理に
ついて

　三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、出納員
において備品台帳を備え付け、物品の保管状況を明らかにしなければならな
い。」、備品消耗品取扱基準第３条第３項において「備品には、可能な限り備品
整理票を貼付するものとする。」と規定されているところ、当該部署が保管する
備品であるにもかかわらず当該備品台帳に登載されていないもの、備品整理票が
貼付可能であるにもかかわらず備品整理票が貼付されていないものがありまし
た。
　備品の保管状況を明らかにするため、備品台帳への登載、備品整理票の貼付等
について、遺漏のないようにするとともに、備品台帳と備品を定期的に照合して
ください。

財産管理
関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

ア
事務経理簿に
ついて

　三田市文書取扱規程第１３条第３号において「文書には、次の各号により整理
記号及び番号を付さなければならない。」、同条第３号において「番号は、別に
定めるもののほか、１件ごとに会計年度による一連番号とし、毎年４月に更新す
ること。」、同規程第１７条第１項において「所管課は、文書（電磁的記録を除
く。）の配付を受けたときは直ちに受付決裁印を余白に押印のうえ、事務経理簿
に所要事項を記載して所管課長の査閲に供し、その指示を受けなければならな
い。この場合において、所管課長は、当該文書について指示を要するものにあっ
ては、その指示事項を記入するものとする。」、同条第３項において「事務経理
簿への記載に当たっては、収受文書は黒字でもって、発送文書は朱字でもって記
録するものとする。」、同規程第３２条第１号において「発送文書は、事務経理
簿に所要事項を記載すること。」と規定されているところ、発送文書であるにも
かかわらず黒字で記録されているもの、所要事項の一部が記載等されていないも
のがありました。
　事務経理簿は文書の処理を明確にするためのものであることから、適正に記載
するようにしてください。

税務課 改善済み

ア
事務経理簿に
ついて

　三田市文書取扱規程第１３条第３号において「文書には、次の各号により整理
記号及び番号を付さなければならない。」、同条第３号において「番号は、別に
定めるもののほか、１件ごとに会計年度による一連番号とし、毎年４月に更新す
ること。」、同規程第１７条第１項において「所管課は、文書（電磁的記録を除
く。）の配付を受けたときは直ちに受付決裁印を余白に押印のうえ、事務経理簿
に所要事項を記載して所管課長の査閲に供し、その指示を受けなければならな
い。この場合において、所管課長は、当該文書について指示を要するものにあっ
ては、その指示事項を記入するものとする。」、同条第３項において「事務経理
簿への記載に当たっては、収受文書は黒字でもって、発送文書は朱字でもって記
録するものとする。」、同規程第３２条第１号において「発送文書は、事務経理
簿に所要事項を記載すること。」と規定されているところ、所要事項の一部が記
載等されていないものがありました。
　事務経理簿は文書の処理を明確にするためのものであることから、適正に記載
するようにしてください。

収納対策課 改善済み

事務管理
関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

イ
文書分類表等
について

　三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別
表第２の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１条にお
いて「所管課長は、当該所管課の文書について５月３１日現在におけるファイル
名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作
成し、毎年６月１０日までに文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政
管理室総務課長をいう。）を含む。以下この条において同じ。）にその写しを提
出しなければならない。」と規定されているところ、文書分類表においてこの規
定に基づかない保存期間が設定されているもの、文書が存在しているにもかかわ
らず文書分類表に登載されていないものがありました。
　三田市文書取扱規程別表第２において具体的に規定されている文書（例　１０
年：廃棄文書目録、１年：旅行命令簿、事務経理簿、公印押印簿、運転日誌、文
書分類表）については、これに基いて保存期間を設定し、当該期間保存してくだ
さい。
　また、文書については、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表と照合等す
るとともに、保存期間が満了した文書は廃棄文書目録と照合後に廃棄する等適正
に管理してください。

総務課
改善済みに
至らず

　文書については概ね適正に管理されて
いるものの、一部において、規定に基づ
かない保存期限が設定されているもの、
文書が存在しているにもかかわらず文書
分類表に登載されていないものがありま
した。

　文書の保存期間について
は、法令等に基づき適正に
設定するとともに、文書に
ついては、日頃から整理整
頓し、定期的に文書分類表
との照合等により適正に管
理してください。

事務管理関
係

イ
文書分類表等
について

　三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別
表第２の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１条にお
いて「所管課長は、当該所管課の文書について５月３１日現在におけるファイル
名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作
成し、毎年６月１０日までに文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政
管理室総務課長をいう。）を含む。以下この条において同じ。）にその写しを提
出しなければならない。」と規定されているところ、文書分類表においてこの規
定に基づかない保存期間が設定されているもの、同一文書が重複して登載されて
いるもの、文書が存在しているにもかかわらず文書分類表に登載されていないも
の、保存期間に係る文書の所在が確認できないものがありました。
 また、三田市文書取扱規程第４５条第１項において「所管課長は、保存期間が
満了した文書は毎年４月３０日までに廃棄文書目録を作成し、文書担当課長に提
出するとともに、毎年５月３１日までに当該文書を廃棄しなければならない。」
と規定されているところ、文書が廃棄されているにもかかわらず廃棄文書目録に
登載されていないものがありました。
　三田市文書取扱規程別表第２において具体的に規定されている文書（例　１０
年：廃棄文書目録、１年：旅行命令簿、事務経理簿、公印押印簿、運転日誌、文
書分類表）については、これに基いて保存期間を設定し、当該期間保存してくだ
さい。
　また、文書については、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表と照合等す
るとともに、保存期間が満了した文書は廃棄文書目録と照合後に廃棄する等適正
に管理してください。

ICT推進課
[情報推進課]

改善済み
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

イ
文書分類表等
について

　三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別
表第２の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１条にお
いて「所管課長は、当該所管課の文書について５月３１日現在におけるファイル
名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作
成し、毎年６月１０日までに文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政
管理室総務課長をいう。）を含む。以下この条において同じ。）にその写しを提
出しなければならない。」と規定されているところ、文書が存在しているにもか
かわらず文書分類表に登載されていないものがありました。
　文書については、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表と照合等するとと
もに、保存期間が満了した文書は廃棄文書目録と照合後に廃棄する等適正に管理
してください。

人事課 改善済み

イ
文書分類表等
について

　三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別
表第２の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１条にお
いて「所管課長は、当該所管課の文書について５月３１日現在におけるファイル
名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作
成し、毎年６月１０日までに文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政
管理室総務課長をいう。）を含む。以下この条において同じ。）にその写しを提
出しなければならない。」と規定されているところ、保存期間に係る文書の所在
が確認できないものがありました。
　三田市文書取扱規程別表第２において具体的に規定されている文書（例　１０
年：廃棄文書目録、１年：旅行命令簿、事務経理簿、公印押印簿、運転日誌、文
書分類表）については、これに基いて保存期間を設定し、当該期間保存してくだ
さい。
　また、文書については、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表と照合等す
るとともに、保存期間が満了した文書は廃棄文書目録と照合後に廃棄する等適正
に管理してください。

総務課
［管財営繕課］

改善済み

イ
文書分類表等
について

　三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別
表第２の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１条にお
いて「所管課長は、当該所管課の文書について５月３１日現在におけるファイル
名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作
成し、毎年６月１０日までに文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政
管理室総務課長をいう。）を含む。以下この条において同じ。）にその写しを提
出しなければならない。」と規定されているところ、保存期間が異なる文書を合
冊して保存されているもの、保存期間に係る文書の所在が確認できないものがあ
りました。
　三田市文書取扱規程別表第２において具体的に規定されている文書（例　１０
年：廃棄文書目録、１年：旅行命令簿、事務経理簿、公印押印簿、運転日誌、文
書分類表）については、これに基いて保存期間を設定し、当該期間保存してくだ
さい。
　また、文書については、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表と照合等す
るとともに、保存期間が満了した文書は廃棄文書目録と照合後に廃棄する等適正
に管理してください。

契約検査課
改善済みに
至らず

　文書については概ね適正に管理されて
いるものの、一部において、文書が存在
しているにもかかわらず、文書分類表に
登載されていないものがありました。

　文書については,日頃から
整理整頓し、定期的に文書
分類表との照合等により適
正に管理してください。

事務管理
関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

イ
文書分類表等
について

　三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別
表第２の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１条にお
いて「所管課長は、当該所管課の文書について５月３１日現在におけるファイル
名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作
成し、毎年６月１０日までに文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政
管理室総務課長をいう。）を含む。以下この条において同じ。）にその写しを提
出しなければならない。」と規定されているところ、文書分類表においてこの規
定に基づかない保存期間が設定されているもの、文書が存在しているにもかかわ
らず文書分類表に登載されていないものがありました。
　三田市文書取扱規程別表第２において具体的に規定されている文書（例　１０
年：廃棄文書目録、１年：旅行命令簿、事務経理簿、公印押印簿、運転日誌、文
書分類表）については、これに基いて保存期間を設定し、当該期間保存してくだ
さい。
　また、文書については、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表と照合等す
るとともに、保存期間が満了した文書は廃棄文書目録と照合後に廃棄する等適正
に管理してください。

税務課
改善済みに
至らず

　文書については概ね適正に管理されて
いるものの、一部において、文書が存在
しているにもかかわらず、文書分類表に
登載されていないものがありました。

　文書については、日頃か
ら整理整頓し、定期的に文
書分類表との照合等により
適正に管理してください。

イ
文書分類表等
について

　三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別
表第２の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１条にお
いて「所管課長は、当該所管課の文書について５月３１日現在におけるファイル
名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作
成し、毎年６月１０日までに文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政
管理室総務課長をいう。）を含む。以下この条において同じ。）にその写しを提
出しなければならない。」と規定されているところ、文書が廃棄されているにも
かかわらず文書分類表に登載されているもの、保存期間に係る文書の所在が確認
できないものがありました。
　三田市文書取扱規程別表第２において具体的に規定されている文書（例　１０
年：廃棄文書目録、１年：旅行命令簿、事務経理簿、公印押印簿、運転日誌、文
書分類表）については、これに基いて保存期間を設定し、当該期間保存してくだ
さい。
　また、文書については、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表と照合等す
るとともに、保存期間が満了した文書は廃棄文書目録と照合後に廃棄する等適正
に管理してください。

収納対策課
改善済みに
至らず

　文書については概ね適正に管理されて
いるものの、一部において、規定に基づ
かない保存期間が設定されているもの、
文書分類表に登載されているにもかかわ
らず、存在が確認できない文書がありま
した。

　文書の保存期間について
は、法令等に基づき適正に
設定するとともに、文書に
ついては、日頃から整理整
頓し、定期的に文書分類表
との照合等により適正に管
理してください。

ウ
文書事務につ
いて

　昨今の監査等において、文書の管理が適正になされていない部署が見受けられ
るところ、三田市文書取扱規程第４条第２項において「文書担当課長は、所管課
長に対し当該所管課の文書事務について処理状況を調査し、文書事務が適正かつ
円滑に処理されるよう指導しなければならない。」と規定されていることから、
各部署における文書事務が適正になされるように全庁的に指導してください。

総務課 改善済み

事務管理
関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

エ
電磁的記録媒
体の管理につ
いて

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理するとともに、この受渡等については記録媒体受渡
管理簿に記録して管理することとされているところ、当該部署が管理する電磁的
記録媒体があるにもかかわらず記録媒体管理簿に登載されていないものがありま
した。
　ＵＳＢメモリ、ＳＤカード（デジタルカメラ用を含む。）、課内共有データ等
を保存したＤＶＤ、内蔵メモリを有するＩＣレコーダー等、他に記録媒体管理簿
に登載するべき電磁的記録媒体がないか確認するとともに、これらの管理簿と電
磁的記録媒体を定期的に照合してください。

総務課
改善に至ら
ず

　記録媒体管理簿への登載については改
善されているものの、電磁的記録媒体に
関する留意事項において規定されている
記録媒体への記録内容が識別できる符号
等を記載したラベルの貼付についてはさ
れていませんでした。

　電磁的記録媒体について
は、法令等に基づき適切に
管理してください。

エ
電磁的記録媒
体の管理につ
いて

　昨今の監査等において、電磁的記録媒体の管理が適正になされていない部署が
見受けられるところ、三田市電子計算機処理データ保護管理規程第４条第２項に
おいて「保護管理者は、データの管理の状況等を把握するため必要な措置を講じ
るものとする。」と規定されていることから、各部署における電磁的記録媒体の
管理が適正になされるように全庁的に指導してください。

ICT推進課
[情報推進課]

改善済み

エ
電磁的記録媒
体の管理につ
いて

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理するとともに、この受渡等については記録媒体受渡
管理簿に記録して管理することとされているところ、廃棄された電磁的記録媒体
があるにもかかわらず記録媒体管理簿に廃棄の手続がなされていないもの、当該
部署が管理する電磁的記録媒体があるにもかかわらず記録媒体管理簿に登載され
ていないもの、受渡等があるにもかかわらす記録媒体受渡管理簿に記録されてい
ないものがありました。
　ＵＳＢメモリ、ＳＤカード（デジタルカメラ用を含む。）、課内共有データ等
を保存したＤＶＤ、内蔵メモリを有するＩＣレコーダー等、他に記録媒体管理簿
に登載するべき電磁的記録媒体がないか確認するとともに、これらの管理簿と電
磁的記録媒体を定期的に照合してください。

人事課 改善済み

エ
電磁的記録媒
体の管理につ
いて

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理するとともに、この受渡等については記録媒体受渡
管理簿に記録して管理することとされているところ、当該部署が管理する電磁的
記録媒体があるにもかかわらず記録媒体管理簿に登載されていないものがありま
した。
　ＵＳＢメモリ、ＳＤカード（デジタルカメラ用を含む。）、課内共有データ等
を保存したＤＶＤ、内蔵メモリを有するＩＣレコーダー等、他に記録媒体管理簿
に登載するべき電磁的記録媒体がないか確認するとともに、これらの管理簿と電
磁的記録媒体を定期的に照合してください。

契約検査課 改善済み

事務管理
関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

オ
専用公印につ
いて

　三田市公印規則第３条第２項において「専用公印は、特定された事務の用途に
限り使用する。」、同第４条において「公印の名称、使用区分、寸法、管守者及
び個数は、別表第１及び別表第２のとおりとする。」と規定されているところ、
規定されている使用区分（特定された事務の用途）以外のものに使用されている
ものがありました。
　専用公印は規定されている使用区分に限り使用できるものであることを認識す
るとともに、業務の実状等に応じた使用区分に改める等検討してください。

人事課 改善済み

カ
公印押印簿に
ついて

　三田市公印規則第１０条において「公印を押印するときは、決裁文書に施行す
る文書を添えて管守者に提出し、その確認を受け、公印押印簿に必要事項を記載
しなければならない。」と規定されているところ、公印を押印されているにもか
かわらず公印押印簿に記載されていないものがありました。
　公印の重要性に鑑みて、公印の押印に当たっては、公印押印簿に必要事項を記
載してください。

税務課 改善済み

キ
公印台帳につ
いて

　三田市公印規則第６条において「文書担当課長は、公印台帳を備え、すべての
公印及びその印影を登録しなければならない。」と規定されているところ、公印
及びその印影が登録されていないものがありました。
　これらについては、速やかに公印及びその印影を登録してください。

総務課 改善済み

ク
旅行命令につ
いて

　職員等の旅費に関する条例第４条第４項において、「旅行命令権者は、旅行命
令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿（以下「旅行
命令簿等」という。）に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提
示して行わなければならない。」と規定されているところ、当該旅行に関する事
項の一部が記載されていないものがありました。
　旅行命令簿等の旅行に関する事項について、適正に記載してください。

税務課 改善済み

ケ
被服の貸与に
ついて

　昨今の監査等において、三田市職員被服貸与規則第１３条に規定する職員被服
貸与台帳が適正に整備されていない部署が見受けられるとともに、同規則別表第
２に規定されている形状、色と異なる被服が貸与されているものがありました。
　被服の貸与が適正になされるように全庁的に指導してください。

人事課
改善済みに
至らず

　職員被服貸与台帳については概ね適正
に整備されているものの、一部の部署に
おいては不備が散見されました。
　また、規則によらない形状・色等の制
式や品目・数量による貸与がされている
部署が散見されました。

　職員被服貸与台帳につい
ては、法令等に基づき適正
に整備されるよう各部署に
指導等を行うとともに、規
則によらない制式等となっ
ているものについては、実
態を調査・検討し、必要に
応じて規則等改正するな
ど、必要な措置を講じてく
ださい。

事務管理
関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

コ
公用車の管理
について

　公用車については、庁用自動車取扱規程第８条において、「運転者は、毎日の
運行状況を運転日誌に記載し、その運行状況を明確にしておかなければならな
い。」と規定されているところ、運転日誌が適正に整備されていないものがあり
ました。
　これらの書類について、適正に整備してください。

人事課 改善済み

コ
公用車の管理
について

　昨今の監査等において、庁用自動車取扱規程に規定する管理がなされていない
部署が見受けられるところ、庁用自動車取扱規程第５条第２項において「管財担
当課長は、車両の適正な運行を確保するため、課長等に対しその管理状況に関す
る資料の提出を求め、必要な措置を講ずることができる。」と規定されているこ
とから、各部署における公用車の管理が適正になされるように全庁的に指導して
ください。

総務課
［管財営繕課］

改善済みに
至らず

　運転日誌については概ね適正に整備さ
れているものの、一部において記載不備
が散見されました。
　また、自動車使用実績簿において、一
部作成・提出されていない部署がありま
した。

　運転日誌の整備及び自動
車使用実績簿の作成・提出
については、法令等に基づ
き適切に実施されるよう、
各部署に指導等を行ってく
ださい。

サ

所定の事実を
証するものと
して交付する
物品の管理に
ついて

　所定の事実を証するものとして交付する物品について、台帳上の在庫数と実際
の在庫数を照合した結果が記録されていないものがありました。
　所定の事実を証するものとして交付する物品については、所属長等が在庫数を
定期的に照合確認してください。

税務課
改善済みに
至らず

　物品在庫数の照合確認において、担当
職員等による在庫数の確認は行われてい
るものの、所属長等による確認は行われ
ていませんでした。

　所定の事実を証するもの
として交付する物品につい
ては、速やかに所属長等が
在庫数を定期的に照合確認
するようにしてください。

シ
準公金等の管
理について

　準公金等の管理について、出納簿が作成されていないことから当該会計に係る
帳簿残高と現金・預金の残高が定期的に照合確認されていないものがありまし
た。
　準公金等の管理において事故等が発生した場合も公金における場合と同様に市
民の信用を失うことにつながることから、当該会計に係る出納簿を整備するとと
もに、所属長等が出納簿の残高と現金・預金の残高を定期的に照合確認してくだ
さい。

人事課 改善済み

ス
処分に係る教
示について

　地方公務員法第４９条第４項において「第一項又は第二項の説明書には、当該
処分につき、人事委員会又は公平委員会に対して不服申立てをすることができる
旨及び不服申立期間を記載しなければならない。」と規定されているところ、当
該不服申立てをすることができない処分であるにもかかわらずこの旨の教示がな
されているものがありました。
　各種処分を行う場合に当たっては、当該処分の内容を踏まえ、教示の要否につ
いて十分に検討してください。

人事課 改善済み

事務管理
関係
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令和元年度定期監査(その２)勧告事項及び改善状況等（対象：平成２９年度定期監査その３）

部署名の［　］内は、平成２９年度当時の部署名

前回勧告内容 部署名 改善状況
今回の監査で判明した不適切な内容

（根拠規定）
勧告事項区分

セ
三輪財産区に
ついて

　昨今、行政の透明化や適切な説明責任が求められていますが、これは特別地方
公共団体である三輪財産区においても例外ではありません。
　また、これまでの監査等でも指摘しているところですが、依然として、一部に
おいて、不完全な事務が見受けられました。
　各種事務については、地方自治法、三田市の条例・規則等の関係法令の規定に
したがい執行されるとともに、コンプライアンスの徹底、内部統制の構築を図
り、適正で効率的な事務に努めてください。

総務課
［管財営繕課］

改善済みに
至らず

　特別地方公共団体が果たすべき財産区
のある市との一体性を確保した住民福祉
の増進の目的に照らし、さらに行政実例
(昭和35年4月18日自丁行発第46号)におい
て、財産区の財産又は公の施設の管理上
必要な限度を超えている補助金の交付は
できないとの見解が示されていることを
踏まえると、三輪区内の各種団体に負担
金補助及び交付金として交付されている
交付金の主旨・目的・内容・金額等の妥
当性について、疑問を持たざるを得ませ
ん。

　地方自治法の主旨を真摯
に受け止め、特別地方公共
団体の有する裁量権の範囲
内で合理的なものとなるよ
う、交付金のあり方につい
ては十分かつ速やかに検討
し、早急に取り組んでくだ
さい。

ソ
指定管理者制
度について

　昨今の監査等において、指定管理制度に係る事務が適正になされていない部署
が見受けられるところ、指定管理者制度の総合調整に関する部署として、各部署
における指定管理制度に係る事務が適正になされるように全庁的に指導してくだ
さい。

公共施設マネジメ
ント推進課
[財政課]

改善済み

事務管理
関係
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令和元年度定期監査（その２）実施による勧告事項状況表

不適切な内容
（根拠規定）

勧告事項 部署名

ア 切手等の管理について
　備品及び消耗品に関する財務事務の取扱基準第３条の２において「課等の長は、切手等について切手整理簿
を整備し、取得及び使用状況について管理することとする。」とされているところ、レターパックを有してい
るにもかかわらず、切手整理簿の整備、取得及び使用状況についての管理がされていませんでした。

　レターパックの管理については、切手等と同様に法令
等に基づき適切に管理してください。

総務課

ア 切手等の管理について
　備品及び消耗品に関する財務事務の取扱基準第３条の２において「課等の長は、切手等について切手整理簿
を整備し、取得及び使用状況について管理することとする。」とされているところ、切手整理簿に記載されて
いる保有枚数と実際に保有している枚数に齟齬がありました。

　切手等の管理については、齟齬が生じないよう適切に
管理してください。

総務課

イ
公金（現金）の取扱い
について

　現金取扱基準において、現金取扱いのチェック方法として、歳入根拠資料との照合確認、財務会計システム
の調定との照合確認が規定されているところ、これらの照合確認記録がありませんでした。

　現金の取扱いについては、法令等に基づき適切に照合
確認するようにしてください。

子ども政策課
【多世代交流館】

ア
消耗品等の購入に係る
決裁について

　備品及び消耗品に関する財務事務の取扱基準第５条第２項において「決裁権者は、備品の支払いに当たって
は備品購入伺いの内容を、消耗品の支払いに当たっては消耗品購入伺い兼取得簿の内容をそれぞれ確認し決定
するものとする。」とされているところ、消耗品購入伺い兼取得簿の納入確認時の確認がされていないにもか
かわらず、支払い決定されているものがありました。

　消耗品の購入・支払いに係る手続きについては、法令
等に基づき適正に行ってください。

危機管理課

ア
消耗品等の購入に係る
決裁について

　備品及び消耗品に関する財務事務取扱基準第５条第２項において「決裁権者は、備品の支払いに当たっては
備品購入伺いの内容を、消耗品の支払いに当たっては消耗品購入伺い兼取得簿の内容をそれぞれ確認し決定す
るものとする。」とされているところ、消耗品購入伺い兼取得簿に決定日の記載がないにもかかわらず、支払
い決定されているものがありました。

　消耗品の購入・支払いに係る手続きについては、法令
等に基づき適正に行ってください。

人事課

ア
消耗品等の購入に係る
決裁について

　備品及び消耗品に関する財務事務の取扱基準第４条第２項において「同一事由により５万円未満の備品を購
入するに当たっては、備品購入伺いにより決裁権者が、５万円未満の消耗品を購入するに当たっては、消耗品
購入伺いにより所属長が認めた係長等が、それぞれその是非を決定するものとする。」とされているところ、
購入決定に際し、消耗品購入伺い兼取得簿に係長等の決定印等が押印されていないにもかかわらず、購入され
ているものがありました。

　消耗品の購入・支払いに係る手続きについては、法令
等に基づき適正に行ってください。

子ども政策課

区分

歳入関係

歳出関係
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令和元年度定期監査（その２）実施による勧告事項状況表

不適切な内容
（根拠規定）

勧告事項 部署名区分

ア
消耗品等の購入に係る
決裁について

　備品及び消耗品に関する財務事務の取扱基準第５条第２項において「決裁権者は、備品の支払いに当たって
は備品購入伺いの内容を、消耗品の支払いに当たっては消耗品購入伺い兼取得簿の内容をそれぞれ確認し決定
するものとする。」とされているところ、決裁権者による消耗品購入伺い兼取得簿の確認がされていないにも
かかわらず、支払い決定されているものがありました。

　消耗品の購入・支払いに係る手続きについては、法令
等に基づき適正に行ってください。

子ども政策課
【多世代交流館】

ア
消耗品等の購入に係る
決裁について

　備品及び消耗品に関する財務事務取扱基準第４条第２項において「同一事由により５万円未満の備品を購入
するに当たっては、備品購入伺いにより決裁権者が、５万円未満の消耗品を購入するに当たっては、消耗品購
入伺いにより所属長が認めた係長等が、それぞれその是非を決定するものとする。」とされているところ、消
耗品購入伺い兼取得簿に予定金額が記載されていないにもかかわらず、購入されているものがありました。

　消耗品の購入・支払いに係る手続きについては、法令
等に基づき適正に行ってください。

健やか育成課

イ
収入印紙の購入につい
て

　収入印紙については、印紙税法第５条第２号に基づき、地方公共団体が作成した文書に張り付ける義務は無
いにもかかわらず、購入されていました。

　収入印紙等異例なものを購入する際は、必要性を確認
した上で購入してください。

危機管理課

ア 備品台帳について
　三田市会計事務規則第１３０条の規定により帳簿として出納員が備付けることとされている備品台帳におい
て、電子データは作成されているものの、帳簿として備え付けられていませんでした。

　備品台帳については、保管状況を明らかにするために
も、備品台帳を備え付けてください。

危機管理課

ア 備品台帳について
　三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、出納員において備品台帳を備え付
け、物品の保管状況を明らかにしなければならない。」とされているところ、備品台帳に登載されていない備
品がありました。

　備品については、法令等に基づき、備品台帳への登
載、備品整理票の貼付等遺漏のないようにするととも
に、備品台帳と備品を定期的に照合してください。

市民病院改革プラン
推進課

危機管理課

健やか育成課

イ 備品の管理について
　備品及び消耗品に関する財務事務取扱基準第３条第３項において「備品には、可能な限り備品整理票を貼付
するものとする。」と規定されているところ、備品整理票の貼付のない備品がありました。

　備品整理票の貼付等については、遺漏のないようにす
るとともに、備品台帳と備品を定期的に照合してくださ
い。

子ども家庭課

イ 備品の管理について

　三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、出納員において備品台帳を備え付
け、物品の保管状況を明らかにしなければならない。」と規定されているところ、当該備品台帳に登載されて
いるにもかかわらず、当該備品の所在が確認できないもの、保管している備品であるにもかかわらず、備品台
帳に登載されていないものがありました。

財産管理
関係

歳出関係

　備品については、法令等に基づき、備品台帳への登
載、備品整理票の貼付等遺漏のないようにするととも
に、備品台帳と備品を定期的に照合してください。
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令和元年度定期監査（その２）実施による勧告事項状況表

不適切な内容
（根拠規定）

勧告事項 部署名区分

収納対策課

子ども家庭課

エ 備品の貸付けについて

　三田市会計事務規則第１０６条第５項において「物品管理者は、第１項の規定により物品を貸し付ける場合
においては、別に定めがあるもののほか、借受人から借用証書を徴収しなければならない。ただし、軽微な物
品については貸付簿を備え、これに借受人から借用した旨の記名押印をさせて借用証書に代えることができ
る。」とされているところ、借受人から借用証書を徴取せずに備品の貸付けが行われているもの、借用証書に
返却日等の記載がないものがありました。

　備品の貸付けについては、法令等に基づき適切な手続
きを行い、記載についても遺漏のないようにしてくださ
い。

危機管理課

エ 備品の貸付けについて

　三田市会計事務規則第１０６条第５項において「物品管理者は、第1項の規定により物品を貸し付ける場合
においては、別に定めがあるもののほか、借受人から借用証書を徴収しなければならない。ただし、軽微な物
品については貸付簿を備え、これに借受人から借用した旨の記名押印をさせて借用証書に代えることができ
る。」とされているところ、借用証書に返却日の記載がないものがありました。

　備品の貸付けに係る借用証書の記載については、遺漏
のないようにしてください。

総務課

オ
普通財産の貸付に伴う
使用料の算定について

　普通財産の貸付に伴う使用料については、三田市公有財産規則第２２条第１項において「普通財産の貸付料
は、適正な時価により定めなければならないものとし、当該貸付料の算定については、三田市行政財産使用料
条例(平成７年三田市条例第８号)の規定を準用する。」、三田市行政財産使用料条例第３条第２号において
「建物の使用に係る月額使用料については、専用部分の時価若しくは公有財産台帳登録価格を基準とし、建物
の使用部分に対応し算定した適正価格に１０００分の５を乗じて得た額に、当該建物が使用している土地の部
分につき前号により算出した土地の使用料額を加えた額」とされ、他施設の時価算定は、「減価償却資産の耐
用年数等に関する省令」(昭和４０年３月３１日大蔵省令第１５号)に基づき算定されているところ、当該施設
に係る使用料はこれによらない方法で算定されていました。

　普通財産の貸付に伴う使用料については、歳入確保の
観点から適切に算定してください。

総務課

政策課

人事課

ア 事務経理簿について

　三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所管課は、文書(電磁的記録を除く。)の配付を受けたときは
直ちに受付決裁印を余白に押印のうえ、事務経理簿に所要事項を記載して所管課長の査閲に供し、その指示を
受けなければならない。この場合において、所管課長は、当該文書について指示を要するものにあっては、そ
の指示事項を記入するものとする。」、同規程第３２条第１号本文において「発送文書は、事務経理簿に所要
事項を記載すること。ただし、軽易なものについては、この限りでない。」とされているところ、収発月日の
日付に齟齬が生じているものがありました。

　事務経理簿については、法令等に基づき適正に記載す
るようにしてください。

事務管理
等全般

ウ 備品の廃棄について
　備品及び消耗品に関する財務事務取扱基準第７条第１項において「備品の廃棄に当たっては、備品管理換等
伺書により行い、備品台帳にその旨記入する。」とされているところ、所定の手続きがないまま廃棄されてい
たものがありました。

　備品の廃棄については、法令等に基づき適切な手続き
を行ってください。

財産管理
関係
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令和元年度定期監査（その２）実施による勧告事項状況表

不適切な内容
（根拠規定）

勧告事項 部署名区分

ア 事務経理簿について
　三田市文書取扱規程第１３条第３号において「番号は、別に定めるもののほか、１件ごとに会計年度による
一連番号とし、毎年４月に更新すること。」とされているところ、１つの記載枠に複数の異なる文書をまとめ
て記載するなど、適切に記載されていないものがありました。

　事務経理簿については、法令等に基づき適正に記載す
るようにしてください。

健やか育成課

イ 指令番号について

　補助金等交付に関する手引きにおいて「交付又は不交付のいずれを決定する場合にあっても、行政処分たる
性質を有するものであるため、決裁手続きを終えた段階で各課備付けの事務経理簿(指令番号処理票)に所定事
項を登録し、補助金等交付決定通知書又は補助金等不交付決定書に指令番号などを記載のうえ、申請者に通知
しなければならない。」とされているところ、指令番号が記載されていませんでした。

　指令番号については、法令等に基づき適正に記載する
ようにしてください。

子ども家庭課

市民病院改革プラン
推進課

子ども家庭課

保育振興課

ウ 文書分類表について

　三田市文書取扱規程第４１条第１項において「所管課長は、当該所管課の文書について５月３１日現在にお
けるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月
１０日までに文書担当課長(情報公開担当課長(経営管理部行政管理室総務課長をいう。)を含む。以下この条
において同じ。)にその写しを提出しなければならない。」とされているところ、文書分類表に記載された年
度と異なる年度分が一つの簿冊に保存されていました。

　文書については、法令等に基づき適切に管理してくだ
さい。

税務課

ウ 文書分類表について

　三田市文書取扱規程第４１条第１項において「所管課長は、当該所管課の文書について５月３１日現在にお
けるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月
１０日までに文書担当課長(情報公開担当課長(経営管理部行政管理室総務課長をいう。)を含む。以下この条
において同じ。)にその写しを提出しなければならない。」とされているところ、文書分類表に登載されてい
るにもかかわらず、存在が確認できないものがありました。

　文書については、日頃から整理整頓するとともに、定
期的に文書分類表と照合する等適切に管理してくださ
い。

収納対策課

エ 廃棄文書目録について

　三田市文書取扱規程第４５条第１項において「所管課長は、保存期間が満了した文書は毎年４月３０日まで
に廃棄文書目録を作成し、文書担当課長に提出するとともに、毎年５月３１日までに当該文書を廃棄しなけれ
ばならない。」とされているところ、廃棄文書目録に掲載されている文書はそれ以前に保存期間を満了してい
るものや保存期間が満了していないものも含まれているなど、当該年度に廃棄された文書が判然としていませ
んでした。

　文書については、日頃から整理整頓するとともに、廃
棄文書目録については、法令等に基づき適正に作成して
ください。

収納対策課

ウ 文書分類表について

　三田市文書取扱規程第４１条第１項において「所管課長は、当該所管課の文書について５月３１日現在にお
けるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月
１０日までに文書担当課長(情報公開担当課長(経営管理部行政管理室総務課長をいう。)を含む。以下この条
において同じ。)にその写しを提出しなければならない。」とされているところ、文書が存在しているにもか
かわらず、文書分類表に登載されていないものがありました。

　文書については、日頃から整理整頓するとともに、定
期的に文書分類表と照合する等適切に管理してくださ
い。

事務管理
等全般
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令和元年度定期監査（その２）実施による勧告事項状況表

不適切な内容
（根拠規定）

勧告事項 部署名区分

オ
文書の保存期間につい
て

　三田市文書取扱規程第３８条において「文書の保存期間は、その文書が完結した日の属する会計年度の翌年
度４月１日から起算する。」とされているところ、保存期間が誤っているものがありました。

　文書の保存期間については、法令等に基づき、適正に
設定してください。

市民病院改革プラン
推進課

収納対策課

子ども家庭課

カ
個人情報取扱事務届出
書について

　三田市個人情報保護条例第６条第１項において「実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取
扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければ
ならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。」、同条第２項において「実施機関は、前
項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。」
とされているところ、定期的な確認が行われていませんでした。

　個人情報取扱事務届出書については、法令等に基づき
適切に管理してください。

危機管理課

カ
個人情報取扱事務届出
書について

　三田市個人情報保護条例第６条第１項において「実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取
扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければ
ならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。」とされているところ、届け出た事項が変
更されているにもかかわらず、変更の手続きが行われていませんでした。

　個人情報取扱事務届出書については、法令等に基づき
適切に管理してください。

子ども政策課

公共施設マネジメン
ト推進課

健やか育成課

子ども家庭課

キ
電磁的記録媒体の管理
について

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、記録媒体を作成したときは、当該記録媒体の表面に媒体管
理番号、利用業務名、作成期日、作成部署名（作成者氏名）その他記録内容が識別できる符号等を記載したラ
ベルを貼付することとされているところ、記録媒体管理簿の媒体識別名とラベルの記載内容に齟齬が生じてい
るものがありました。

　電磁的記録媒体に貼付するラベルの記載内容について
は、記録媒体管理簿の記載内容に沿った内容にしてくだ
さい。

健やか育成課

キ
電磁的記録媒体の管理
について

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記録媒体管理簿に登載して管理
することとされているところ、管理する電磁的記録媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登載されて
いないものがありました。

　電磁的記録媒体の管理については、法令等に基づき適
切に管理するとともに、定期的に記録媒体管理簿と照合
するようにしてください。

文書の保存期間につい
て

　三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別表第２の保存期間別文書一覧
表の定めるところによる。」とされているところ、これと異なる保存期間が定められているものがありまし
た。

　文書の保存期間については、法令等に基づき適正に設
定してください。

事務管理
等全般
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令和元年度定期監査（その２）実施による勧告事項状況表

不適切な内容
（根拠規定）

勧告事項 部署名区分

ク
電磁的記録媒体の受渡
し手続きについて

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、記録媒体の受渡しに際して、記録媒体受渡し管理簿に所定
の事項を記載することとされているところ、受取り年月日の記載及び所属長承認印のないまま受渡しされてい
るものがありました。

　記録媒体の受渡しについては、法令等に基づき適正に
管理してください。

危機管理課

ク
電磁的記録媒体の受渡
し手続きについて

　電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、記録媒体の受渡しに際しては、記録媒体受渡し管理簿に所
定の事項を記載することとされているところ、引渡しに係る所属長印のないまま受渡しされているものがあり
ました。

　記録媒体の受渡しについては、法令等に基づき適正に
管理してください。

人事課

ケ 公印の管理について
　三田市出納員之印（収納対策課）について、印面の劣化により印影が読みとれないもの、余剰となっている
ものがありました。

　印影が読みとれない出納員之印については、廃止等適
切な手続きを行うとともに、出納員之印の数の見直しを
行ってください。

収納対策課

コ 旅行命令簿について
　三田市職員服務規程第６条において「職員は、出張を命じられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やか
に復命書を所属長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができ
る。」と規定されているところ、復命されていないものがありました。

　旅行命令に係る手続きについては、法令等に基づき適
切に行ってください。

人事課

コ 旅行命令簿について

　三田市職員服務規程第６条において「職員は、出張を命じられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やか
に復命書を所属長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができ
る。」と規定されているところ、出張命令されているにもかかわらず復命されていないもの、出張命令がされ
ていないにもかかわらず復命されているものがありました。

　旅行命令に係る手続きについては、法令等に基づき適
切に行ってください。

子ども家庭課

サ
被服貸与に関すること
について

　三田市職員被服貸与規則第５条第１項において「被服の品目、数量、貸与期間及び被服を貸与する職員の区
分は、別表第１のとおりとする。ただし、貸与期間については、必要に応じて伸縮することができる。」、同
条第２項において「貸与品目の制式は、別表第２のとおりとする。」と規定されているところ、これと異なる
品目・数量・制式で貸与されているものがありました。

　職員の被服貸与については、貸与内容の必要性等を検
討し、必要がある場合は規則の見直しも含め、適正とな
るよう調整等の取組みを行ってください。

　健やか育成課
【青少年育成セン
ター】

サ
被服貸与に関すること
について

  三田市職員被服貸与規則第５条第２項において「貸与品目の制式は、別表第２のとおりとする。」と規定さ
れているところ、これと異なる制式で貸与されているものがありました。

　職員に貸与する被服については、規則と実態に齟齬が
生じないよう、速やかに規則所管課との調整を行ってく
ださい。

幼児教育振興課

事務管理
等全般
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令和元年度定期監査（その２）実施による勧告事項状況表

不適切な内容
（根拠規定）

勧告事項 部署名区分

危機管理課

総務課

シ 公用車の管理について
　公用車については、三田市自動車安全運転等委員会が作成した「交通事故発生時現場対応マニュアル」を車
載することが通知されているところ、車載されていない車両がありました。

　公用車の取扱いについては、法令等に基づき適切に
行ってください。

危機管理課

シ 公用車の管理について
　庁用自動車取扱規程第１０条において「課長等は、各車両ごとに自動車使用実績簿を作成して使用状況を記
録し、毎月１０日までに前月分の使用状況を管財担当課長に報告しなければならない。」と規定されていると
ころ、自動車使用実績簿が作成されず管財担当課長へ報告されていない月がありました。

　公用車の取扱いについては、法令等に基づき適切に
行ってください。

事務管理
等全般
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別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

「三田市放課後児童クラブ育成料滞納時の入所許可の取り消し等に関する事務
処理要領」を作成しました。（令和２年４月１日施行）

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市放課後児童クラブ条例第７条第３号において、放課後児童クラブ育成料

を滞納したときは、放課後児童クラブの入所の許可を取り消し、又は入所を停止
することができると規定されているところ、この規定の運用に係る具体的な基準
が定められておらず、数か月に亘る滞納案件についてこれらの措置が取られてい
ないものがありました。
類似するものとの均衡を考慮して具体的な基準を定める等、この規定を適正に

運用してください。
また、三田市債権管理条例第４条及びこれを補完する三田市債権管理事務処理

総括マニュアルにおいて、債権管理台帳を作成するとともに、案件毎に債権管理
ファイル（簿冊）を作成することと規定されているところ、数か月に亘る滞納案
件であるにもかかわらず債権管理ファイル（簿冊）が作成されていないものがあ
りました。
債権を適正に管理し、効率的な事務処理を行えるようにするため、一定の滞納

案件については債権管理ファイル（簿冊）を作成してください。

【今回における勧告事項】
三田市放課後児童クラブ条例第７条第３号の規定に係る運用基準については検

討されているものの、整備はされていませんでした。
近況において滞納案件は生じていないところですが、運用に係る基準について

は、速やかに類似するものとの均衡を考慮して整備するとともに、適正に運用し
てください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室健やか育成課［こども政策課］

対 象 事 項 放課後児童クラブ育成料の債権管理について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号
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別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

収納金は、通達に基づき遅滞なく金融機関に払い込みするよう収納事務を適正
に行います。
また、公金・準公金現金収納のフローチェックシート、公金・準公金現金取り

扱い業務手順書ともに「即日もしくは翌営業日」の記述へ修正しました。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市会計事務規則第２１条において、「会計管理者又は出納員等は、前条の

規定により直接収納した収納金を即日又は翌日中に金融機関に払い込まなければ
ならない。」と規定されているところ、この払い込みが遅延しているものがあり
ました。
公金の事故等防止の観点から、収納金は即日又は翌日中に金融機関に払い込み

できるように収納事務を見直ししてください。

【今回における勧告事項】
平成３１年２月５日付内部統制推進本部長 市長通達「内部統制に関する事案

の検証と適正な職務執行の徹底について」において、「翌日、業務開始後すぐに
前日の収納金を指定金融機関派出所へ入金すること」とされているところ、翌日
業務開始後すぐに金融機関への入金が行われていませんでした。
　収納金の払い込みについては、通達に基づき適正に行ってください。

対象部署等 子ども・未来部子育て応援室保育振興課【三田保育所】［こども支援課］

対 象 事 項 収納金の払い込みについて

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 58



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

登録サポーターに対する謝礼については、取扱基準表を作成して平成３１年度
から適用するとともに次年度からの具体的な運用規程を整備中です。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
登録サポーターが中心となって定期的に講座等が実施されており、当該サポー

ターに対して謝礼が支払されているところ、この取扱い（登録方法、従事内容、
謝礼の支払基準等）について規定した要綱等が整備されていないものがありまし
た。
当該サポーターについては、登録制となっており、恒常的に出務を依頼するも

のであることから、この取扱を規定した要綱等を整備してください。

【今回における勧告事項】
登録サポーターに対する謝礼の支払いにおいて、この謝礼に係る取扱い基準は

作成されていたものの、具体的な運用規程等が整備されていませんでした。
登録サポーターに対する謝礼については、速やかに運用規程等を整備するとと

もに、適正に運用してください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室子ども政策課【多世代交流館】［健やか育成課］

対 象 事 項 登録サポーターへの謝礼の支払いについて

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 59



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 60

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

ボランティアに対し支給する報償物品の取扱いについては、次年度からの運用
に向けて規程を整備中です。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市が運営委託している業務に係るボランティアに対して、三田市から恒常

的に、出務の都度、謝礼として報償物品を支給しているものがありました。
当該ボランティアに対して、三田市から謝礼として報償物品を支給することに

ついて、当該運営委託に係る仕様書における業務内容との整合性等の観点から整
理してください。
また、この取扱い（従事内容、報償物品の支給基準等）について規定した要綱

等が整備されていないものがありました。
報償物品を恒常的に支給するものであることから、この取扱いについて規定し

た要綱等を整備してください。

【今回における勧告事項】
三田市が委託している業務に係るボランティアに対して、謝礼として市が支給

していた報償物品については廃止されていたものの、これら以外のボランティア
に対して支給される報償物品の取扱いについては、運用規程等の整備はされてい
ませんでした。
ボランティアに対して支給する報償物品の取扱いについては、速やかに運用規

程等を整備するとともに、適正に運用してください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室子ども政策課【多世代交流館】［健やか育成課］

対 象 事 項 報償物品の支給について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

仕様書については、次年度以降業務内容や頻度について明確に規定するよう改
善します。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市契約事務規則第４４条において「随意契約によろうとするときは、契約

条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく２人以上の者から見積書を徴
さなければならない。」とされているところ、契約条項その他見積りに必要な事
項を示した書類（以下「仕様書」という。）において、必要な事項（実施頻度、
実施時間、配置人員、業務報告書（日次・月次）提出等）が規定されていないも
のがありました。
仕様書は、契約締結の前に委託しようとする業務の内容を具体的に示すもので

あるとともに、業務の履行確認に当たっての基準となるものであることから、適
正なものを作成してください。

【今回における勧告事項】
業務委託に係る仕様書において、記載事項の見直しがされていたものの、業務

頻度等が明確に規定されていませんでした。
　仕様書については、速やかに必要な事項を規定してください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室子ども政策課［健やか育成課］

対 象 事 項 業務委託に係る仕様書について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 61



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

これまでも証拠書類（領収書の写し等）による実績報告の審査を行っていまし
たが、一部確認ができていなかった部分については速やかに確認し対応します。
また、今後もすべての補助金において証拠書類（領収書の写し等）による確認を
徹底していきます。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市補助金等交付規則第３条において「市長は、毎年度予算の範囲内で、補

助事業等の実施に必要な経費の全部又は一部を補助するものとする。」、同規則
第１２条第１項において「市長は、前条の規定による報告を受けたときは、補助
事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合するか
どうかを審査しなければならない。」と規定されているところ、領収書等の確認
がなされていないものがありました。
これらの補助金については、再度、実績報告の審査及び補助金等の額の確定を

行う等しかるべき措置を講じてください。
また、補助事業の活動内容については、補助事業の目的が達成できるものとな

るように適宜、確認、指導するとともに、実績報告書に不備、不足等があるもの
については、適時に補正等を求めてください。

【今回における勧告事項】
証拠書類（領収書の写し等）による実績報告の審査は概ね行われていました

が、一部において証拠書類による確認がされていないところがありました。
確認がされていない実績部分については、速やかに確認するとともに、補助金

等の変更が生じる場合はしかるべき措置を講じてください。

対象部署等 子ども・未来部子育て応援室保育振興課［こども支援課］

対 象 事 項 補助事業の実績報告の審査について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 62
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 63

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

当該補助金は三田防犯協会への団体補助金ですが、事業費、運営費、人件費を
市からの補助金、県からの補助金、賛助会費で充当しています。そして、実際の
費用負担はそれぞれの状況に応じて、事務局で調整をしており、総会資料にある
収支決算書から市補助金の負担割合を算出しております。
平成３０年度には三田防犯協会にご理解をいただき、大幅な補助金の削減を実施
したところですが、割合は補助対象経費の２分の１を超えている状況です。今後
も、再度補助金の趣旨等を理解していただくよう協議し、補助対象経費の２分の
１以下となるよう、努めたいと考えています。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市においては、既存の補助金の適正化や新しい補助金を創設する場合の指

針を示し、より適正で透明性の高い補助金制度を継続的に確立するために平成２
８年５月に「補助金等見直しガイドライン」を策定されており、この中で、補助
対象経費に占める補助金等の額の割合（以下「補助率」という。）は、原則とし
て２分の１以下を基準とすることとされているところ、２分の１を超えているも
のがありました。
補助率が２分の１を超えているものについては、行政関与の必要性について検

討し、必要性の低いものは補助率の引下げ、事業補助への転換等の適正化活性化
に向けて取り組んでください。

【今回における勧告事項】
平成３０年度から補助対象となる経費を見直すことにより補助金額の削減に取

り組まれていたものの、補助金額の割合は２分の１を超えていました。
補助金額の割合が２分の１を超えているものについては、速やかに行政関与の

必要性に応じた負担割合になっているか検証を行うとともに、補助金額の割合が
２分の１以下となるように取り組んでください。

対象部署等 危機管理課

対 象 事 項 補助対象経費に占める補助金等の額の割合について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 16 日 改善措置通知

改善措置内容
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 64

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

当該補助金は、各小中学校等で実施する地域防災訓練への支援として、学校長
宛に補助金を支出するものです。令和２年度より、補助金の支出先を区・自治会
や各まちづくり協議会等、地域防災訓練を実施する団体に変更することとし、調
整後、速やかに実行できるように現在準備中です。
経費の執行を適正に行えるよう、努めてまいります。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市の機関の事務事業に係る経費については、本来的には三田市の予算から

直接執行されるべきものであるところ、三田市から当該機関への補助金として交
付され執行されているものがありました。
　当該事務事業に係る経費の執行方法について検討してください。

【今回における勧告事項】
経費の執行方法において、検討されているものの、変更には至っていませんで

した。
経費の執行方法については、速やか直接執行するなど、所要の措置を講じてく

ださい。

対象部署等 危機管理課

対 象 事 項 三田市の機関に対する補助金について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 16 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

当該施設については、建設当初より一定の目的を持った施設として開設してき
ており、その維持管理についても運営団体に委託する中で運営されているもので
す。今後は当該団体と目的に沿った適正な手続き等となるよう検討していきま
す。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市公有財産規則第１９条において「普通財産を貸し付けようとするとき

は、借受申請者から市有普通財産借受願を提出させ、次に掲げる事項を記載した
文書により市長の決裁を受けなければならない。」と規定されているところ、こ
れらの手続がなされずに普通財産（建物）が貸付されているものがありました。
　当該普通財産について、貸付手続を行ってください。

【今回における勧告事項】
普通財産の貸付手続については検討されているものの、行われていませんでし

た。
普通財産の貸付については、法令等に基づき速やかに貸付手続を行ってくださ

い。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室子ども政策課［健やか育成課］

対 象 事 項 普通財産の貸付手続について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 65



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

新規取得の際の備品台帳への登載及び備品整理票の貼付を徹底するとともに、
備品台帳と現物、備品整理票の照合を定期的に実施していきます。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、出納員

において備品台帳を備え付け、物品の保管状況を明らかにしなければならな
い。」、備品消耗品取扱基準第３条第３項において「備品には、可能な限り備品
整理票を貼付するものとする。」と規定されているところ、当該備品台帳に登載
されている内容と実際の備品が異なるものがありました。
備品の保管状況を明らかにするため、備品台帳への登載、備品整理票の貼付等

について、遺漏のないようにするとともに、備品台帳と備品を定期的に照合して
ください。

【今回における勧告事項】
備品台帳と保管備品との照合及び備品整理票の貼付等について、整備に向けて

取り組まれているものの、照合等の作業は完了していませんでした。
備品台帳と保管備品との照合及び備品整理票の貼付等については、速やかに完

了するよう取り組むとともに、備品台帳と保管備品について定期的に照合してく
ださい。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室子ども政策課【多世代交流館】［健やか育成課］

対 象 事 項 備品の管理について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 66



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 67

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

同取扱規程による文書分類表の作成及び文書担当課長への提出を完了いたしま
した。今後も、文書担当課長からの依頼を受け、速やかに期日までに文書分類表
を提出できるよう、努めてまいります。
また、日頃から文書保存期間の確認や整理整頓等を定期的（年１回）に照合

し、適切な管理に努めてまいります。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別表第２

の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１条において「所管課
長は、当該所管課の文書について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存
場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日まで
に文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含
む。以下この条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」と規定され
ているところ、保存期間に係る文書の所在が確認できないもの、文書が存在しているに
もかかわらず文書分類表に登載されていないものがありました。
三田市文書取扱規程別表第２において具体的に規定されている文書については、これ

に基いて保存期間を設定するとともに、当該期間保存してください（例 １０年：廃棄
文書目録、１年：旅行命令簿、事務経理簿、公印押印簿、運転日誌、文書分類表）。
また、文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合

する等適正に管理してください。

【今回における勧告事項】
三田市文書取扱規程第３７条第１項及び同第４１条に規定された文書分類表の作成、

文書担当課長への写しの提出がされていませんでした。
文書分類表については、速やかに作成するとともにその写しを文書担当課長に提出し

てください。
また、文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合

する等適切に管理してください。

対象部署等 危機管理課

対 象 事 項 文書分類表等について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 16 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 68

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

保存文書を正しく文書分類表に登載しました。保存期間の誤りについて訂正し
ました。文書取扱規程に基づいた文書管理を行っていきます。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別表第２

の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１条において「所管課
長は、当該所管課の文書について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存
場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日まで
に文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含
む。以下この条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」と規定され
ているところ、文書が存在しているにもかかわらず文書分類表に登載されていないもの
がありました。
三田市文書取扱規程別表第２において具体的に規定されている文書については、これ

に基いて保存期間を設定するとともに、当該期間保存してください（例 １０年：廃棄
文書目録、１年：旅行命令簿、事務経理簿、公印押印簿、運転日誌、文書分類表）。
また、文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合

する等適正に管理してください。

【今回における勧告事項】
文書分類表と文書の照合はされていたものの、文書が存在しているにもかかわらず文

書分類表に登載されていないもの、保存期間の設定誤りによる廃棄が行われているもの
がありました。
文書については、速やかに文書分類表と照合する等適正に管理するとともに、保存期

間についても適切に設定してください。
また、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合する等適切に管理

してください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室健やか育成課

対 象 事 項 文書分類表等について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 69

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

規定された所要事項の一部について、確認の結果、修正して記載を行いまし
た。
受渡し管理簿と記録媒体管理簿をきちんと分け、それぞれをしっかり管理する

ように努めてまいります。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記

録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、当該部署が管理する
電磁的記録媒体があるにもかかわらず記録媒体管理簿に登載されていないものが
ありました。
　当該電磁的記録媒体は速やかに記録媒体管理簿に登載してください。
また、ＵＳＢメモリ、ＳＤカード（デジタルカメラ用を含む。）、課内共有

データ等を保存したＤＶＤ、内蔵メモリを有するＩＣレコーダー等、他に記録媒
体管理簿に登載するべきものがないか確認するとともに、記録媒体管理簿と電磁
的記録媒体を定期的に照合してください。

【今回における勧告事項】
電磁的記録媒体の記録媒体管理簿への登載については行われていたものの、規

定された所要事項の一部が記載されていないものがありました。
記録媒体管理簿については、規定されている所要事項は記載するとともに、適

正に管理してください。

対象部署等 危機管理課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 16 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

令和２年度から、児童クラブ職員が自家用自動車の借上による旅行（出張）を
行う場合に復命書を提出するように改善します。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
職員等の旅費に関する条例第４条第４項において「旅行命令権者は、旅行命令

等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命
令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示
して行わなければならない。」、三田市職員服務規程第６条において「職員は、
出張を命じられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかに復命書を所属長に
提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命すること
ができる。」と規定されており、口頭で復命した場合にはこれを簡易復命書とし
て記録することとされているところ、自家用自動車の借上による旅行（出張）に
ついて、旅行命令簿に当該旅行に関する事項の一部が記載されていないもの、旅
行命令に対する復命が行われていないものがありました。
自家用自動車の借上による旅行（出張）についても、旅行命令及びこれに対す

る復命を適正に行ってください。

【今回における勧告事項】
旅行命令簿の記載については適正に行われていたものの、所属長等への復命が

されていませんでした。
　旅行命令に対する復命については、法令等に基づき適切に行ってください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室健やか育成課［こども政策課］

対 象 事 項 自家用自動車の借上による旅行に係る旅行命令等について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 70



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

三田市職員被服貸与規則の所管課である人事課と調整を行った上で齟齬がない
ようにしていきます。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市職員被服貸与規則別表第２において、職員に貸与する被服の形状、色等

が規定されているところ、職務の実情に応じたものとして、同表に規定されてい
る形状、色と異なる被服が貸与されているものがありました。
三田市職員被服貸与規則に規定する被服の形状、色について、職務の実状に応

じたものに改める等、所要の措置を講じてください。

【今回における勧告事項】
三田市職員被服貸与規則所管課と一定調整はされていましたが、整理がされて

いないことから、同規則と実態に齟齬が生じていました。
職員に貸与する被服については、規則と実態に齟齬が生じないよう、引き続き

規則所管課との調整を行ってください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室健やか育成課［こども政策課］

対 象 事 項 職員に貸与する被服の形状、色等について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 71



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

三田市職員被服貸与規則の所管課である人事課と調整を行った上で齟齬がない
ようにしていきます。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市職員被服貸与規則別表第２において、職員に貸与する被服の形状、色等

が規定されているところ、職務の実情に応じたものとして、同表に規定されてい
る形状、色と異なる被服が貸与されているものがありました。
三田市職員被服貸与規則に規定する被服の形状、色について、職務の実状に応

じたものに改める等、所要の措置を講じてください。

【今回における勧告事項】
三田市職員被服貸与規則所管課と一定調整はされていましたが、整理がされて

いないことから、同規則と実態に齟齬が生じていました。
職員に貸与する被服については、規則と実態に齟齬が生じないよう、引き続き

規則所管課との調整を行ってください。

対象部署等 子ども・未来部子育て応援室保育振興課【三田保育所】［こども支援課］

対 象 事 項 職員に貸与する被服の形状、色等について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 72



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

児童クラブの児童生活費について、所属長等による定期的な照合確認を行う方
法を検討し、準公金の適切な管理を行います。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
準公金等の管理について、出納簿の残高と現金・預金の残高が定期的に照合確

認されていないものがありました。
　事故等防止の観点から、所属長等が定期的に照合確認してください。

【今回における勧告事項】
準公金等の管理において、平成３１年度から確認様式を変更するなど、誤りが

生じない体制づくりに取り組んでいるものの、所属長等による定期的な照合確認
は行われていませんでした。
準公金等の管理については、所属長等による定期的な照合確認を速やかに行っ

てください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室健やか育成課［こども政策課］

対 象 事 項 準公金等の管理について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 73



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 74

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

準公金等の管理において、入出金の状況を示す出納簿、収入・支出に係る決裁
書類等証拠書類の整備を行いました。
また、準公金等の管理についても、出納簿、収入・支出に係る決裁書類等証拠

書類の整備を行うとともに、現金・預金残高との照合確認を定期的に行うように
しました。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
準公金等の管理について、出納簿の残高と現金・預金の残高が定期的に照合確

認されていないものがありました。
　事故等防止の観点から、所属長等が定期的に照合確認してください。
また、公金と準公金の出納が同一の帳簿において管理されているものがありま

した。
これらの出納に当たって、互いに混入することがないように、公金と準公金の

出納は別々の帳簿において管理してください。

【今回における勧告事項】
準公金等の管理において、入出金の状況を示す出納簿の整備がされていません

でした。
　また、収入・支出に係る決裁書類等証拠書類の整備がされていませんでした。
準公金等の管理については、速やかに出納簿の整備を行うとともに、現金・預

金残高との照合確認を定期的に行ってください。
　併せて、収入・支出に係る決裁書類等証拠書類の整備も行ってください。

対象部署等 子ども・未来部子育て応援室保育振興課【三田保育所】［こども支援課］

対 象 事 項 準公金等の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

　決裁完了後に決裁日を決裁者が記載し、担当者が確認する方法に改めた。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
　調定決議書において、決裁日が記載されていないものがありました。
調定決議書における決裁日は調定日となり、納期限を定める基準となるもので

あることから、適正に記載してください。

【今回における勧告事項】
　一部の調定決議書において、決裁日が記載されていないものがありました。
　調定決議書の決裁日については、遺漏が無いようにしてください。

対象部署等 経営管理部歳入推進室税務課

対 象 事 項 納期限の設定について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 75



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 76

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

執行停止後の調査については、執行停止事務処理要領を改正し全数調査を行
う。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
地方税法第１５条の７第４項「第１項の規定により滞納処分の執行を停止した

地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が３年間継続
したときは、消滅する。」と規定されていることから、執行停止に係る事由が継
続しているか定期的に調査・確認する必要があるところ、この調査・確認がなさ
れていないものがありました。
執行停止に係る事由が継続しているか定期的に調査・確認するとともにこの結

果を記録してください。

【今回における勧告事項】
執行停止に係る事由の継続に係る調査において、調査実施要領を作成し概ね調

査されているものの、一部の事案については調査されないまま不納欠損処理が行
われていました。
執行停止に係る事由の継続による不納欠損処理については、法令等に基づき適

正に行ってください。

対象部署等 経営管理部歳入推進室収納対策課

対 象 事 項 市税等執行停止について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 77

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

　物品の在庫数量が適切に把握できるよう様式を修正しました。
物品配布後は速やかに所属長の確認と定期的な在庫管理を行っていくよう改善

します。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
配付に当たって対価を徴収する物品の在庫数を管理する台帳において、台帳上

の在庫数と実際の在庫数を所属長等が確認した結果が記録されていないものがあ
りました。
配付に当たって対価を徴収する物品については、台帳上の在庫数と実際の在庫

数を所属長等が確認した結果を記録してください。
また、適正かつ容易に在庫管理が行えるように在庫管理の方法（保管場所、管

理単位等）について検討してください。

【今回における勧告事項】
物品を管理する台帳に係る所属長等の確認は行われ、台帳記載数量は実際の在

庫数量を記載されていました。
台帳記載数量は、物品の受入数量から交付数量を差し引いた在庫数量となって

おらず、対価を徴収する物品の管理としては適切ではない状態となっていまし
た。
また、有料で交付した際に、入金状況を把握するために設定されている入金日

欄に一部記載漏れがありました。
物品を管理する台帳については、すべての物品の受払いについて記載するとと

もに、台帳記載の在庫数量と実際の在庫数量を照合確認できるようにしてくださ
い。
　また、入金状況の把握については、適切に実施してください。

対象部署等 経営管理部行政管理室人事課

対 象 事 項 配付に当たって対価を徴収する物品の在庫管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 78

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

平成３１年度の契約書の表記を改めるとともに、今後の契約書の表記について
も適正に行っていきます。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
契約書等の契約当事者の表記について、契約書等の署名捺印欄において団体名

が記載されていないもの（例：○○市長 □□ □□）等契約当事者が個人であ
るのか団体であるのか判然としないものがありました。
この点については、契約書における留意事項について（平成２９年３月２２日

付契約検査課長通知）、契約締結の準備行為及び年度末の処理等について（通
知）（平成３０年２月１４日付契約検査課長通知）において通知されているとこ
ろですので、前文等においては団体名（例：○○市）、署名捺印欄においては団
体名、代表資格名及び代表者氏名（例：○○市 ○○市長 □□ □□）により
表記してください。

【今回における勧告事項】
平成３１年度の契約書等の表記については、概ね改善されているものの、一部

において、署名捺印欄に企業名の記載がなく、氏名と捺印のみとなっているもの
がありました。
契約書等の契約当事者表記については、法令等に基づき適正に行ってくださ

い。

対象部署等 経営管理部行政管理室総務課［管財営繕課］

対 象 事 項 契約書等における契約当事者の表記について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

一部業務報告書等の徴取がなされていなかったものについては、契約業者より
報告書の写しを徴取しました。
業務報告書等については、毎月の点検日の際に徴取し、適切に保管を行ってい

くよう改善します。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
委託業務等に係る履行確認について、仕様書において１か月に１回以上行うこ

ととされている保守点検が実施されたことが確認できる業務報告書等が整備され
ていないものがありました。
委託業務等に係る履行・実績確認については、仕様書に規定する業務内容に照

らして、慎重に精査するとともに、不適合な部分がある場合には、適時かつ厳正
に対処してください。

【今回における勧告事項】
履行されたことが確認できる業務報告書等は概ね徴取されていたものの、一部

において業務報告書等が徴取されていませんでした。
委託業務等に係る履行確認については、漏れなく適切な書面を徴取する等適切

な対応を行ってください。

対象部署等 経営管理部行政管理室人事課

対 象 事 項 委託業務等の履行確認について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 79



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

資料返却時に件数が貸与した数と一致することを確認し、不一致の場合はその
理由を記録する方法に改めた。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
委託業務の実施に当たり、三田市から当該業務に係る大量の資料を貸与するも

のについて、当該資料の返却の際に、返却された資料に不足がないか確認されて
いないものがありました。
当該資料の重要性に鑑みて、返却の際には不足がないか確認するとともに、確

認した記録を整備してください。
　
【今回における勧告事項】
業務委託の際に貸与される資料において、記録簿等が作成されていたものの、

一部の貸与資料の記載が漏れているものがありました。
　また、返却の際に不足がないか確認されていないものがありました。
業務委託に係る資料の貸与については、貸与した書類の種別・枚数を適切に記

録するとともに、返却時の不足確認も確実に行ってください。

対象部署等 経営管理部歳入推進室税務課

対 象 事 項 委託業務に係る資料の貸与について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 80



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

今年度の食堂券売機については、契約終了により撤去済みです。なお、新事業
者からは当該機器等について行政財産使用許可申請書を提出のうえ対応済みで
す。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
行政財産の一部について貸付を受けている団体が、当該貸付部分以外の部分に

当該団体の機器等を設置されているものがありました。
また、普通財産の一部について貸付を受けている団体が、当該貸付部分以外の

部分に当該団体の物品を保管されているものがありました。
当該貸付部分以外の部分に物品等を設置等されているものについては、速やか

に撤去を求める、または、物品等を設置等されている部分についても貸付手続を
行う等の措置を講じてください。

【今回における勧告事項】
普通財産の貸付において、当該貸付部分以外の部分に物品が保管されていたこ

とについては改善されていたものの、行政財産の貸付部分以外の部分への機器等
の設置については、行政財産の貸付期間満了までに、これに係る貸付手続き等が
されていませんでした。
行政財産の使用については、法令等に基づき適切に手続きを行うとともに、同

事案が今後発生しないようにしてください。

対象部署等 経営管理部行政管理室総務課［管財営繕課］

対 象 事 項 行政財産等の貸付部分以外の部分の使用について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 81



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

行政財産目的外使用料について、平成２９年度定期監査における勧告事項を踏
まえ減免手続きをする方向で調整を進めていたところ、過去からの経緯等によ
り、三田市行政財産使用料条例第３条第４号の規定により決定したものです。
しかし、今回の勧告を受け、再度調査を行い、法的根拠を明確化することとし

ます。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
行政財産目的外使用料については、三田市行政財産使用料条例第３条に規定す

る算定方法による額（以下「使用料条例による額」という。）を基準として定め
ることと規定されているところ、当該使用料に係る減免申請書の提出がないにも
関わらず、使用料条例による額では従前の使用料より高額になることを理由とし
て、独自の計算方法により安価な使用料を定めているものがありました。
使用料条例による額よりも安価な使用料とする場合には、当該使用料に係る減

免申請書を徴するとともに、三田市行政財産使用料条例第６条に規定する減免要
件を満たすものであるか、減免する額は妥当な額であるか検討してください。

【今回における勧告事項】
行政財産目的外使用料において、直接的な根拠とする文書等が存在していない

にもかかわらず、三田市行政財産使用料条例第３条第４号規定である「前３号の
規定により難い場合の使用料は、その都度財産管理者が定める額」を根拠として
決定されているものがありました。
過去の経緯や事実等を調査し、直接的な根拠を明確化するとともに、使用料設

定の法的根拠としている三田市行政財産使用料条例第３条第４号規定の適用の妥
当性について検討し、適当できない場合は同条例第６条による減免による手続き
を行ってください。

対象部署等 経営管理部行政管理室総務課［管財営繕課］

対 象 事 項 行政財産の目的外使用料について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 82



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 83

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

早期完了を目指し、引き続き、備品シールを順次貼付し、台帳との整合を図って
いきます。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、出納員

において備品台帳を備え付け、物品の保管状況を明らかにしなければならな
い。」、備品消耗品取扱基準第３条第３項において「備品には、可能な限り備品
整理票を貼付するものとする。」と規定されているところ、職員の事務机、事務
椅子等については、以前から十分な管理がなされていなかったことから、平成２
７年２月の新庁舎への移転に合わせて備品台帳の整理等がなされることとなって
いましたが、現在においても、整理等がなされていませんでした。
職員の事務机、事務椅子等については、大量かつ広範囲にあることから、適正

かつ容易にこれらの管理が行えるように、これらの管理の方法について検討して
ください。

【今回における勧告事項】
管財担当課が保管する職員の事務机、事務椅子等については、現時点において

も整理されているところであり、備品台帳や備品整理票との照合確認は完了して
いませんでした。
職員の事務机、事務椅子等の整理については、新庁舎への移転後、一定期間が

経過していることから、速やかに照合確認を完了してください。

対象部署等 経営管理部行政管理室総務課［管財営繕課］

対 象 事 項 備品の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

文書分類表を見直し、適正な保存年限に設定しなおすとともに、登載されてい
ない文書についても改めて登載した。今後は各担当者を中心に、文書の管理を徹
底していく。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別表第２

の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１条において「所管課
長は、当該所管課の文書について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存
場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日まで
に文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含
む。以下この条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」と規定され
ているところ、文書分類表においてこの規定に基づかない保存期間が設定されているも
の、文書が存在しているにもかかわらず文書分類表に登載されていないものがありまし
た。
三田市文書取扱規程別表第２において具体的に規定されている文書（例 １０年：廃

棄文書目録、１年：旅行命令簿、事務経理簿、公印押印簿、運転日誌、文書分類表）に
ついては、これに基いて保存期間を設定し、当該期間保存してください。
また、文書については、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表と照合等するとと

もに、保存期間が満了した文書は廃棄文書目録と照合後に廃棄する等適正に管理してく
ださい。

【今回における勧告事項】
文書については概ね適正に管理されているものの、一部において、規定に基づかない

保存期限が設定されているもの、文書が存在しているにもかかわらず文書分類表に登載
されていないものがありました。
文書の保存期間については、法令等に基づき適正に設定するとともに、文書について

は、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表との照合等により適正に管理してくださ
い。

対象部署等 経営管理部行政管理室総務課

対 象 事 項 文書分類表等について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 84



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 85

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

内容確認が不足していたため、文書分類表に登載されていないものがありまし
たが、今後は日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表との照合等により、適正
に管理を行います。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別

表第２の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１条にお
いて「所管課長は、当該所管課の文書について５月３１日現在におけるファイル
名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作
成し、毎年６月１０日までに文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政
管理室総務課長をいう。）を含む。以下この条において同じ。）にその写しを提
出しなければならない。」と規定されているところ、文書分類表においてこの規
定に基づかない保存期間が設定されているもの、文書が存在しているにもかかわ
らず文書分類表に登載されていないものがありました。
三田市文書取扱規程別表第２において具体的に規定されている文書（例 １０

年：廃棄文書目録、１年：旅行命令簿、事務経理簿、公印押印簿、運転日誌、文
書分類表）については、これに基いて保存期間を設定し、当該期間保存してくだ
さい。
また、文書については、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表と照合等す

るとともに、保存期間が満了した文書は廃棄文書目録と照合後に廃棄する等適正
に管理してください。
【今回における勧告事項】
文書については概ね適正に管理されているものの、一部において、文書が存在

しているにもかかわらず、文書分類表に登載されていないものがありました。
文書については,日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表との照合等により

適正に管理してください。

対象部署等 経営管理部財務室契約検査課

対 象 事 項 文書分類表等について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

　実際の文書と文書分類表を確認し一致させた。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別

表第２の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１条にお
いて「所管課長は、当該所管課の文書について５月３１日現在におけるファイル
名、保存期間、保存場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作
成し、毎年６月１０日までに文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政
管理室総務課長をいう。）を含む。以下この条において同じ。）にその写しを提
出しなければならない。」と規定されているところ、文書分類表においてこの規
定に基づかない保存期間が設定されているもの、文書が存在しているにもかかわ
らず文書分類表に登載されていないものがありました。
三田市文書取扱規程別表第２において具体的に規定されている文書（例 １０

年：廃棄文書目録、１年：旅行命令簿、事務経理簿、公印押印簿、運転日誌、文
書分類表）については、これに基いて保存期間を設定し、当該期間保存してくだ
さい。
また、文書については、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表と照合等す

るとともに、保存期間が満了した文書は廃棄文書目録と照合後に廃棄する等適正
に管理してください。

【今回における勧告事項】
文書については概ね適正に管理されているものの、一部において、文書が存在

しているにもかかわらず、文書分類表に登載されていないものがありました。
文書については、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表との照合等により

適正に管理してください。

対象部署等 経営管理部歳入推進室税務課

対 象 事 項 文書分類表等について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 86



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 87

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

三田市文書取扱規程に基づき、保存期間を訂正した。実際の文書と文書分類表
を確認し一致させた。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別表第２

の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」、同規程第４１条において「所管課
長は、当該所管課の文書について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存
場所、廃棄年度その他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日まで
に文書担当課長（情報公開担当課長（経営管理部行政管理室総務課長をいう。）を含
む。以下この条において同じ。）にその写しを提出しなければならない。」と規定され
ているところ、文書が廃棄されているにもかかわらず文書分類表に登載されているも
の、保存期間に係る文書の所在が確認できないものがありました。
三田市文書取扱規程別表第２において具体的に規定されている文書（例 １０年：廃

棄文書目録、１年：旅行命令簿、事務経理簿、公印押印簿、運転日誌、文書分類表）に
ついては、これに基いて保存期間を設定し、当該期間保存してください。
また、文書については、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表と照合等するとと

もに、保存期間が満了した文書は廃棄文書目録と照合後に廃棄する等適正に管理してく
ださい。

【今回における勧告事項】
文書については概ね適正に管理されているものの、一部において、規定に基づかない

保存期間が設定されているもの、文書分類表に登載されているにもかかわらず、存在が
確認できない文書がありました。
文書の保存期間については、法令等に基づき適正に設定するとともに、文書について

は、日頃から整理整頓し、定期的に文書分類表との照合等により適正に管理してくださ
い。

対象部署等 経営管理部歳入推進室収納対策課

対 象 事 項 文書分類表等について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 88

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

　指摘のあった記録媒体については、ラベルの貼付を行いました。
　今後、電磁的記録媒体について、法令等に基づき適切に管理していきます。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記

録媒体管理簿に登載して管理するとともに、この受渡等については記録媒体受渡
管理簿に記録して管理することとされているところ、当該部署が管理する電磁的
記録媒体があるにもかかわらず記録媒体管理簿に登載されていないものがありま
した。
ＵＳＢメモリ、ＳＤカード（デジタルカメラ用を含む。）、課内共有データ等

を保存したＤＶＤ、内蔵メモリを有するＩＣレコーダー等、他に記録媒体管理簿
に登載するべき電磁的記録媒体がないか確認するとともに、これらの管理簿と電
磁的記録媒体を定期的に照合してください。

【今回における勧告事項】
記録媒体管理簿への登載については改善されているものの、電磁的記録媒体に

関する留意事項において規定されている記録媒体への記録内容が識別できる符号
等を記載したラベルの貼付についてはされていませんでした。
　電磁的記録媒体については、法令等に基づき適切に管理してください。

対象部署等 経営管理部行政管理室総務課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

被服台帳については、各所属からの購入伺いの合議の際に台帳を添付してもら
い、不備等のチェックを行い、適正に整備するよう全庁的に指導を行っていま
す。被服の形状、色等については、各部署の現状把握を進め、規則改正も踏まえ
た検討を行っていきます。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
昨今の監査等において、三田市職員被服貸与規則第１３条に規定する職員被服

貸与台帳が適正に整備されていない部署が見受けられるとともに、同規則別表第
２に規定されている形状、色と異なる被服が貸与されているものがありました。
　被服の貸与が適正になされるように全庁的に指導してください。

【今回における勧告事項】
職員被服貸与台帳については概ね適正に整備されているものの、一部の部署に

おいては不備が散見されました。
また、規則によらない形状・色等の制式や品目・数量による貸与がされている

部署が散見されました。
職員被服貸与台帳については、法令等に基づき適正に整備されるよう各部署に

指導等を行うとともに、規則によらない制式等となっているものについては、実
態を調査・検討し、必要に応じて規則等改正するなど、必要な措置を講じてくだ
さい。

対象部署等 経営管理部行政管理室人事課

対 象 事 項 被服の貸与について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 89



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 90

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

自動車使用実績簿及び運転日誌については、記入漏れ等がないよう確実に
チェックを行う。
他部署についても記入漏れや作成漏れがないよう法令に基づき適切な処理を行

うよう指導する。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
昨今の監査等において、庁用自動車取扱規程に規定する管理がなされていない

部署が見受けられるところ、庁用自動車取扱規程第５条第２項において「管財担
当課長は、車両の適正な運行を確保するため、課長等に対しその管理状況に関す
る資料の提出を求め、必要な措置を講ずることができる。」と規定されているこ
とから、各部署における公用車の管理が適正になされるように全庁的に指導して
ください。

【今回における勧告事項】
運転日誌については概ね適正に整備されているものの、一部において記載不備

が散見されました。
また、自動車使用実績簿において、一部作成・提出されていない部署がありま

した。
運転日誌の整備及び自動車使用実績簿の作成・提出については、法令等に基づ

き適切に実施されるよう、各部署に指導等を行ってください。

対象部署等 経営管理部行政管理室総務課［管財営繕課］

対 象 事 項 公用車の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 91

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

　在庫数の確認結果は課長まで報告する方法に改めた。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
所定の事実を証するものとして交付する物品について、台帳上の在庫数と実際

の在庫数を照合した結果が記録されていないものがありました。
所定の事実を証するものとして交付する物品については、所属長等が在庫数を

定期的に照合確認してください。

【今回における勧告事項】
物品在庫数の照合確認において、担当職員等による在庫数の確認は行われてい

るものの、所属長等による確認は行われていませんでした。
所定の事実を証するものとして交付する物品については、速やかに所属長等が

在庫数を定期的に照合確認するようにしてください。

対象部署等 経営管理部歳入推進室税務課

対 象 事 項 所定の事実を証するものとして交付する物品の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

団体交付金の交付にあたっては、申請内容を協議会において充分に審査すると
ともに、団体の執行内容について十分精査するなど、交付金のあり方や支出の適
正化に向けた取り組みを進めています。
今後も財産区の事務において、法の規定に従い、適正な事務を行うよう努めて

いきます。

指 摘 内 容

【平成２９年度定期監査における勧告事項】
昨今、行政の透明化や適切な説明責任が求められていますが、これは特別地方

公共団体である三輪財産区においても例外ではありません。
また、これまでの監査等でも指摘しているところですが、依然として、一部に

おいて、不完全な事務が見受けられました。
各種事務については、地方自治法、三田市の条例・規則等の関係法令の規定に

したがい執行されるとともに、コンプライアンスの徹底、内部統制の構築を図
り、適正で効率的な事務に努めてください。

【今回における勧告事項】
特別地方公共団体が果たすべき財産区のある市との一体性を確保した住民福祉

の増進の目的に照らし、さらに行政実例(昭和35年4月18日自丁行発第46号)にお
いて、財産区の財産又は公の施設の管理上必要な限度を超えている補助金の交付
はできないとの見解が示されていることを踏まえると、三輪区内の各種団体に負
担金補助及び交付金として交付されている交付金の主旨・目的・内容・金額等の
妥当性について、疑問を持たざるを得ません。
地方自治法の主旨を真摯に受け止め、特別地方公共団体の有する裁量権の範囲

内で合理的なものとなるよう、交付金のあり方については十分かつ速やかに検討
し、早急に取り組んでください。

対象部署等 経営管理部行政管理室総務課［管財営繕課］

対 象 事 項 三輪財産区について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 92



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 93

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

レターパックについては、切手整理簿とは別に台帳を整備し切手等と同様に適
切に管理していきます。

指 摘 内 容

備品及び消耗品に関する財務事務の取扱基準第３条の２において「課等の長
は、切手等について切手整理簿を整備し、取得及び使用状況について管理するこ
ととする。」とされているところ、レターパックを有しているにもかかわらず、
切手整理簿の整備、取得及び使用状況についての管理がされていませんでした。
レターパックの管理については、切手等と同様に法令等に基づき適切に管理し

てください。

対象部署等 経営管理部行政管理室総務課

対 象 事 項 切手等の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 94

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

切手を使用するごとに切手整理簿に記入し、その都度残数に齟齬が生じないか
確認します。毎月初に前月の使用状況を確認し、適切に管理していくよう努めま
す。

指 摘 内 容

備品及び消耗品に関する財務事務の取扱基準第３条の２において「課等の長
は、切手等について切手整理簿を整備し、取得及び使用状況について管理するこ
ととする。」とされているところ、切手整理簿に記載されている保有枚数と実際
に保有している枚数に齟齬がありました。
　切手等の管理については、齟齬が生じないよう適切に管理してください。

対象部署等 経営管理部行政管理室総務課

対 象 事 項 切手等の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

現金取扱チェックシートについて、照合確認ができるものに改め次年度より運
用します。

指 摘 内 容

現金取扱基準において、現金取扱いのチェック方法として、歳入根拠資料との
照合確認、財務会計システムの調定との照合確認が規定されているところ、これ
らの照合確認記録がありませんでした。
現金の取扱いについては、法令等に基づき適切に照合確認するようにしてくだ

さい。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室子ども政策課【多世代交流館】

対 象 事 項 公金（現金）の取扱いについて

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 95



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 16 日 改善措置通知

改善措置内容

同取扱基準第５条第２項に基づき、消耗品の購入・支払いに係る手続きを適正
化しました。
　今後も適正化に努めます。

指 摘 内 容

備品及び消耗品に関する財務事務の取扱基準第５条第２項において「決裁権者
は、備品の支払いに当たっては備品購入伺いの内容を、消耗品の支払いに当たっ
ては消耗品購入伺い兼取得簿の内容をそれぞれ確認し決定するものとする。」と
されているところ、消耗品購入伺い兼取得簿の納入確認時の確認がされていない
にもかかわらず、支払い決定されているものがありました。
消耗品の購入・支払いに係る手続きについては、法令等に基づき適正に行って

ください。

対象部署等 危機管理課

対 象 事 項 消耗品等の購入に係る決裁について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 96



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

　当該案件については、指摘後直ちに決定日を記載しました。
消耗品及び備品の購入に当たっては、財務事務取扱基準の規定に基づき適正な手
続きを行うよう改善します。

指 摘 内 容

備品及び消耗品に関する財務事務取扱基準第５条第２項において「決裁権者
は、備品の支払いに当たっては備品購入伺いの内容を、消耗品の支払いに当たっ
ては消耗品購入伺い兼取得簿の内容をそれぞれ確認し決定するものとする。」と
されているところ、消耗品購入伺い兼取得簿に決定日の記載がないにもかかわら
ず、支払い決定されているものがありました。
消耗品の購入・支払いに係る手続きについては、法令等に基づき適正に行って

ください。

対象部署等 経営管理部行政管理室人事課

対 象 事 項 消耗品等の購入に係る決裁について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 97



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 98

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

消耗品購入の決定にあたっては、備品及び消耗品に関する財務事務の取扱基準
に基づき、消耗品購入伺い兼取得簿による起案内容を、係長等が確認し、是非を
決定後、担当者が発注することを徹底します。

指 摘 内 容

備品及び消耗品に関する財務事務の取扱基準第４条第２項において「同一事由
により５万円未満の備品を購入するに当たっては、備品購入伺いにより決裁権者
が、５万円未満の消耗品を購入するに当たっては、消耗品購入伺いにより所属長
が認めた係長等が、それぞれその是非を決定するものとする。」とされていると
ころ、購入決定に際し、消耗品購入伺い兼取得簿に係長等の決定印等が押印され
ていないにもかかわらず、購入されているものがありました。
消耗品の購入・支払いに係る手続きについては、法令等に基づき適正に行って

ください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室子ども政策課

対 象 事 項
消耗品等の購入に係る決裁について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

消耗品購入伺い兼取得簿への決裁権者による確認（押印）について、支出調書
の決裁時に加えて、会計課提出前にもチェックするように改めました。今後も適
正な手続きとなるよう努めてまいります。

指 摘 内 容

備品及び消耗品に関する財務事務の取扱基準第５条第２項において「決裁権者
は、備品の支払いに当たっては備品購入伺いの内容を、消耗品の支払いに当たっ
ては消耗品購入伺い兼取得簿の内容をそれぞれ確認し決定するものとする。」と
されているところ、決裁権者による消耗品購入伺い兼取得簿の確認がされていな
いにもかかわらず、支払い決定されているものがありました。
消耗品の購入・支払いに係る手続きについては、法令等に基づき適正に行って

ください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室子ども政策課【多世代交流館】

対 象 事 項 消耗品等の購入に係る決裁について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 99



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 100

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

　消耗品の購入・支払いに係る手続きを法令に基づき適正に行います。

指 摘 内 容

備品及び消耗品に関する財務事務取扱基準第４条第２項において「同一事由に
より５万円未満の備品を購入するに当たっては、備品購入伺いにより決裁権者
が、５万円未満の消耗品を購入するに当たっては、消耗品購入伺いにより所属長
が認めた係長等が、それぞれその是非を決定するものとする。」とされていると
ころ、消耗品購入伺い兼取得簿に予定金額が記載されていないにもかかわらず、
購入されているものがありました。
消耗品の購入・支払いに係る手続きについては、法令等に基づき適正に行って

ください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室健やか育成課

対 象 事 項 消耗品等の購入に係る決裁について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 101

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

収入印紙については、平成３１年度当初の契約締結の際に、相手方からの要求
で購入した可能性があります。収入印紙等を購入する場合は、市が購入して文書
に張り付ける必要があるものかどうか、根拠となる法令等をしっかりと確認した
上で、購入の可否の判断を行いたいと考えています。

指 摘 内 容

収入印紙については、印紙税法第５条第２号に基づき、地方公共団体が作成し
た文書に張り付ける義務は無いにもかかわらず、購入されていました。
収入印紙等異例なものを購入する際は、必要性を確認した上で購入してくださ

い。

対象部署等 危機管理課

対 象 事 項 収入印紙の購入について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 16 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 16 日 改善措置通知

改善措置内容

同規則第１３０条の規定により、備品台帳を出力して帳簿として備え付けまし
た。今後も備品台帳の更新の都度、帳簿の更新も行っていきたいと考えていま
す。

指 摘 内 容

三田市会計事務規則第１３０条の規定により帳簿として出納員が備付けること
とされている備品台帳において、電子データは作成されているものの、帳簿とし
て備え付けられていませんでした。
備品台帳については、保管状況を明らかにするためにも、備品台帳を備え付け

てください。

対象部署等 危機管理課

対 象 事 項 備品台帳について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 102



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 103

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

備品台帳へ登載できていなかった備品は、総務課所管の書棚等であり、当課へ
の管理換えも行っておりませんでしたが、令和２年３月末の当課事務所移転に伴
い、それらを総務課へ返却することにより、適正な改善を行います。

指 摘 内 容

三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、出納員
において備品台帳を備え付け、物品の保管状況を明らかにしなければならな
い。」とされているところ、備品台帳に登載されていない備品がありました。
備品については、法令等に基づき、備品台帳への登載、備品整理票の貼付等遺

漏のないようにするとともに、備品台帳と備品を定期的に照合してください。

対象部署等 市長公室市民病院改革プラン推進課

対 象 事 項 備品台帳について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 16 日 改善措置通知

改善措置内容

同規則第１１２条の規定により、その物品が備品に該当するかどうかを確認
し、また、その場合の備品台帳への登載と備品整理表の貼付等を行いました。今
後もしっかりと確認をしてまいります。
また、備品台帳に掲載している備品と保管している備品などを定期的に(年1

回)照合する機会を持ち、備品台帳と備品の適正な管理に努めてまいりたいと考
えています。

指 摘 内 容

三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、出納員
において備品台帳を備え付け、物品の保管状況を明らかにしなければならな
い。」と規定されているところ、当該備品台帳に登載されているにもかかわら
ず、当該備品の所在が確認できないもの、保管している備品であるにもかかわら
ず、備品台帳に登載されていないものがありました。
備品については、法令等に基づき、備品台帳への登載、備品整理票の貼付等遺

漏のないようにするとともに、備品台帳と備品を定期的に照合してください。

対象部署等 危機管理課

対 象 事 項 備品の管理について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 104



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 105

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

放課後児童クラブ所在の備品については、これまでも順次、調査・確認を行っ
ているところです。今後も継続して調査・確認を実施し、備品の適正な管理を
行っていきます。

指 摘 内 容

三田市会計事務規則第１１２条において「物品のうち備品については、出納員
において備品台帳を備え付け、物品の保管状況を明らかにしなければならな
い。」と規定されているところ、当該備品台帳に登載されているにもかかわら
ず、当該備品の所在が確認できないもの、保管している備品であるにもかかわら
ず、備品台帳に登載されていないものがありました。
備品については、法令等に基づき、備品台帳への登載、備品整理票の貼付等遺

漏のないようにするとともに、備品台帳と備品を定期的に照合してください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室健やか育成課

対 象 事 項 備品の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 106

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

　備品整理票の貼付もれがあった備品について備品整理票を貼付しました。
今後は遺漏のないように適正に処理し、備品台帳と備品を定期的に照合しま

す。

指 摘 内 容

備品及び消耗品に関する財務事務取扱基準第３条第３項において「備品には、
可能な限り備品整理票を貼付するものとする。」と規定されているところ、備品
整理票の貼付のない備品がありました。
備品整理票の貼付等については、遺漏のないようにするとともに、備品台帳と

備品を定期的に照合してください。

対象部署等 子ども・未来部子育て応援室子ども家庭課

対 象 事 項 備品の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

　財務事務取扱基準に基づき、廃棄手続を適正に行う。

指 摘 内 容

備品及び消耗品に関する財務事務取扱基準第７条第１項において「備品の廃棄
に当たっては、備品管理換等伺書により行い、備品台帳にその旨記入する。」と
されているところ、所定の手続きがないまま廃棄されていたものがありました。
　備品の廃棄については、法令等に基づき適切な手続きを行ってください。

対象部署等 経営管理部歳入推進室収納対策課

対 象 事 項 備品の廃棄について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 107
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 108

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

　所定の手続きがないまま廃棄された備品について備品管理換等伺書による手続
きを行いました。
　今後は適正に手続きを行い、備品台帳を整備します。

指 摘 内 容

備品及び消耗品に関する財務事務取扱基準第７条第１項において「備品の廃棄
に当たっては、備品管理換等伺書により行い、備品台帳にその旨記入する。」と
されているところ、所定の手続きがないまま廃棄されていたものがありました。
　備品の廃棄については、法令等に基づき適切な手続きを行ってください。

対象部署等 子ども・未来部子育て応援室子ども家庭課

対 象 事 項 備品の廃棄について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容
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改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 16 日 改善措置通知

改善措置内容

同規則第１０６条第５項の規定により、物品を貸し付ける場合には「備品借用
申請書」を作成し、その際には記載いただくように修正いたしました。
　今後も法令等に基づき、適正な手続きに努めてまいりたいと考えています。

指 摘 内 容

三田市会計事務規則第１０６条第５項において「物品管理者は、第１項の規定
により物品を貸し付ける場合においては、別に定めがあるもののほか、借受人か
ら借用証書を徴収しなければならない。ただし、軽微な物品については貸付簿を
備え、これに借受人から借用した旨の記名押印をさせて借用証書に代えることが
できる。」とされているところ、借受人から借用証書を徴取せずに備品の貸付け
が行われているもの、借用証書に返却日等の記載がないものがありました。
備品の貸付けについては、法令等に基づき適切な手続きを行い、記載について

も遺漏のないようにしてください。

対象部署等 危機管理課

対 象 事 項 備品の貸付けについて

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 109
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改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

　備品借用申請書の返却日等について確認を行い、記載しました。
　今後記載事項について漏れがないよう事務を徹底していきます。

指 摘 内 容

三田市会計事務規則第１０６条第５項において「物品管理者は、第1項の規定
により物品を貸し付ける場合においては、別に定めがあるもののほか、借受人か
ら借用証書を徴収しなければならない。ただし、軽微な物品については貸付簿を
備え、これに借受人から借用した旨の記名押印をさせて借用証書に代えることが
できる。」とされているところ、借用証書に返却日の記載がないものがありまし
た。
備品の貸付けに係る借用証書の記載については、遺漏のないようにしてくださ

い。

対象部署等 経営管理部行政管理室総務課

対 象 事 項 備品の貸付けについて

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 110
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改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

普通財産の貸付料については、三田市公有財産規則及び三田市行政財産使用料
条例に基づき、使用料の積算根拠を算出しているところですが、当該施設につい
て内容を精査するとともに、他施設同様の積算根拠を用い使用料を求めることに
より適正な事務の執行を図ります。

指 摘 内 容

普通財産の貸付に伴う使用料については、三田市公有財産規則第２２条第１項
において「普通財産の貸付料は、適正な時価により定めなければならないものと
し、当該貸付料の算定については、三田市行政財産使用料条例(平成７年三田市
条例第８号)の規定を準用する。」、三田市行政財産使用料条例第３条第２号に
おいて「建物の使用に係る月額使用料については、専用部分の時価若しくは公有
財産台帳登録価格を基準とし、建物の使用部分に対応し算定した適正価格に１０
００分の５を乗じて得た額に、当該建物が使用している土地の部分につき前号に
より算出した土地の使用料額を加えた額」とされ、他施設の時価算定は、「減価
償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和４０年３月３１日大蔵省令第１５号)
に基づき算定されているところ、当該施設に係る使用料はこれによらない方法で
算定されていました。
普通財産の貸付に伴う使用料については、歳入確保の観点から適切に算定して

ください。

対象部署等 経営管理部行政管理室総務課

対 象 事 項 普通財産の貸付に伴う使用料の算定について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 111
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 112

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

文書の配布を受けた際や文書を発送する際は、収発月日の日付に齟齬が生じな
いよう適正に事務経理簿に記載するよう改めます。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所管課は、文書(電磁的記録を
除く。)の配付を受けたときは直ちに受付決裁印を余白に押印のうえ、事務経理
簿に所要事項を記載して所管課長の査閲に供し、その指示を受けなければならな
い。この場合において、所管課長は、当該文書について指示を要するものにあっ
ては、その指示事項を記入するものとする。」、同規程第３２条第１号本文にお
いて「発送文書は、事務経理簿に所要事項を記載すること。ただし、軽易なもの
については、この限りでない。」とされているところ、収発月日の日付に齟齬が
生じているものがありました。
　事務経理簿については、法令等に基づき適正に記載するようにしてください。

対象部署等 市長公室政策課

対 象 事 項 事務経理簿について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

文書処理に当たっては、文書収受担当職員に対し適正な文書収受を行うよう指
導を行いました。
文書収受については、収受時に事務経理簿を確認するとともに、文書取扱規程

を遵守し、適正な処理を行うよう改善します。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第１７条第１項において「所管課は、文書(電磁的記録を
除く。)の配付を受けたときは直ちに受付決裁印を余白に押印のうえ、事務経理
簿に所要事項を記載して所管課長の査閲に供し、その指示を受けなければならな
い。この場合において、所管課長は、当該文書について指示を要するものにあっ
ては、その指示事項を記入するものとする。」、同規程第３２条第１号本文にお
いて「発送文書は、事務経理簿に所要事項を記載すること。ただし、軽易なもの
については、この限りでない。」とされているところ、収発月日の日付に齟齬が
生じているものがありました。
　事務経理簿については、法令等に基づき適正に記載するようにしてください。

対象部署等 経営管理部行政管理室人事課

対 象 事 項 事務経理簿について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 113
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改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

保存文書と照合し、事務経理簿の記載を修正しました。今後も、三田市文書取
扱規程に基づき、適正に管理を行っていきます。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第１３条第３号において「番号は、別に定めるもののほ
か、１件ごとに会計年度による一連番号とし、毎年４月に更新すること。」とさ
れているところ、１つの記載枠に複数の異なる文書をまとめて記載するなど、適
切に記載されていないものがありました。
　事務経理簿については、法令等に基づき適正に記載するようにしてください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室健やか育成課

対 象 事 項 事務経理簿について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 114
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 115

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

　補助金の交付決定通知書について指令番号を記載するよう改めました。

指 摘 内 容

補助金等交付に関する手引きにおいて「交付又は不交付のいずれを決定する場
合にあっても、行政処分たる性質を有するものであるため、決裁手続きを終えた
段階で各課備付けの事務経理簿(指令番号処理票)に所定事項を登録し、補助金等
交付決定通知書又は補助金等不交付決定書に指令番号などを記載のうえ、申請者
に通知しなければならない。」とされているところ、指令番号が記載されていま
せんでした。
　指令番号については、法令等に基づき適正に記載するようにしてください。

対象部署等 子ども・未来部子育て応援室子ども家庭課

対 象 事 項 指令番号について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容
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改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

登載できていなかった文書を文書分類表に登載しました。また、今後は定期的
に文書分類表と照合するよう努めます。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条第１項において「所管課長は、当該所管課の文書
について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度そ
の他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当
課長(情報公開担当課長(経営管理部行政管理室総務課長をいう。)を含む。以下
この条において同じ。)にその写しを提出しなければならない。」とされている
ところ、文書が存在しているにもかかわらず、文書分類表に登載されていないも
のがありました。
文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合

する等適切に管理してください。

対象部署等 市長公室市民病院改革プラン推進課

対 象 事 項 文書分類表について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 116



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 117

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

　文書分類表に登載されていない文書について文書分類表に登載しました。
　今後は定期的に文書分類表と照合し、適正に管理します。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条第１項において「所管課長は、当該所管課の文書
について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度そ
の他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当
課長(情報公開担当課長(経営管理部行政管理室総務課長をいう。)を含む。以下
この条において同じ。)にその写しを提出しなければならない。」とされている
ところ、文書が存在しているにもかかわらず、文書分類表に登載されていないも
のがありました。
文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合

する等適切に管理してください。

対象部署等 子ども・未来部子育て応援室子ども家庭課

対 象 事 項 文書分類表について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 118

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合
する等適切に管理するように努めます。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条第１項において「所管課長は、当該所管課の文書
について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度そ
の他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当
課長(情報公開担当課長(経営管理部行政管理室総務課長をいう。)を含む。以下
この条において同じ。)にその写しを提出しなければならない。」とされている
ところ、文書が存在しているにもかかわらず、文書分類表に登載されていないも
のがありました。
文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合

する等適切に管理してください。

対象部署等 子ども・未来部子育て応援室保育振興課

対 象 事 項 文書分類表について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

　実際の文書と文書分類表を確認し一致させた。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条第１項において「所管課長は、当該所管課の文書
について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度そ
の他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当
課長(情報公開担当課長(経営管理部行政管理室総務課長をいう。)を含む。以下
この条において同じ。)にその写しを提出しなければならない。」とされている
ところ、文書分類表に記載された年度と異なる年度分が一つの簿冊に保存されて
いました。
　文書については、法令等に基づき適切に管理してください。

対象部署等 経営管理部歳入推進室税務課

対 象 事 項 文書分類表について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 119



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 120

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

　実際の文書と文書分類表を確認し一致させた。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４１条第１項において「所管課長は、当該所管課の文書
について５月３１日現在におけるファイル名、保存期間、保存場所、廃棄年度そ
の他必要な事項を記載した文書分類表を作成し、毎年６月１０日までに文書担当
課長(情報公開担当課長(経営管理部行政管理室総務課長をいう。)を含む。以下
この条において同じ。)にその写しを提出しなければならない。」とされている
ところ、文書分類表に登載されているにもかかわらず、存在が確認できないもの
がありました。
文書については、日頃から整理整頓するとともに、定期的に文書分類表と照合

する等適切に管理してください。

対象部署等 経営管理部歳入推進室収納対策課

対 象 事 項 文書分類表について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

　廃棄文書目録の文書の保存期間を再確認し訂正を行った。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第４５条第１項において「所管課長は、保存期間が満了し
た文書は毎年４月３０日までに廃棄文書目録を作成し、文書担当課長に提出する
とともに、毎年５月３１日までに当該文書を廃棄しなければならない。」とされ
ているところ、廃棄文書目録に掲載されている文書はそれ以前に保存期間を満了
しているものや保存期間が満了していないものも含まれているなど、当該年度に
廃棄された文書が判然としていませんでした。
文書については、日頃から整理整頓するとともに、廃棄文書目録については、

法令等に基づき適正に作成してください。

対象部署等 経営管理部歳入推進室収納対策課

対 象 事 項 廃棄文書目録について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 121



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

誤りのあった文書の保存期間を改めました。今後は、法令等に基づき適正な保
存期間の設定を行います。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第３８条において「文書の保存期間は、その文書が完結し
た日の属する会計年度の翌年度４月１日から起算する。」とされているところ、
保存期間が誤っているものがありました。
　文書の保存期間については、法令等に基づき、適正に設定してください。

対象部署等 市長公室市民病院改革プラン推進課

対 象 事 項 文書の保存期間について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 122
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監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 123

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

　三田市文書取扱規程に基づき、保存期間を訂正した。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別
表第２の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」とされているところ、
これと異なる保存期間が定められているものがありました。
　文書の保存期間については、法令等に基づき適正に設定してください。

対象部署等 経営管理部歳入推進室収納対策課

対 象 事 項 文書の保存期間について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

　文書の保存期間の誤りについて修正を行いました。
　今後は三田市文書取扱規程に基づき適正に設定します。

指 摘 内 容

三田市文書取扱規程第３７条第１項において「文書の種別及び保存期間は、別
表第２の保存期間別文書一覧表の定めるところによる。」とされているところ、
これと異なる保存期間が定められているものがありました。
　文書の保存期間については、法令等に基づき適正に設定してください。

対象部署等 子ども・未来部子育て応援室子ども家庭課

対 象 事 項 文書の保存期間について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 124



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 16 日 改善措置通知

改善措置内容

同条例第６条第１項、第２項の規定による届け出について、個人情報取扱事務
届出書の確認を行い、文書所管課に提出をいたしました。
　法令等に基づき、適正に管理をしていきたいと考えています。

指 摘 内 容

三田市個人情報保護条例第６条第１項において「実施機関は、個人情報を取り
扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あら
かじめ、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項
を変更しようとするときも、同様とする。」、同条第２項において「実施機関
は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、その旨を
市長に届け出なければならない。」とされているところ、定期的な確認が行われ
ていませんでした。
個人情報取扱事務届出書については、法令等に基づき適切に管理してくださ

い。

対象部署等 危機管理課

対 象 事 項 個人情報取扱事務届出書について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 125



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

指摘のあった事務については、速やかに届出を行いました。今後も年度当初や
新規事業開始時などに課内の事務事業をチェックし、届け出漏れがないよう適切
に管理します。

指 摘 内 容

三田市個人情報保護条例第６条第１項において「実施機関は、個人情報を取り
扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あら
かじめ、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項
を変更しようとするときも、同様とする。」とされているところ、届け出た事項
が変更されているにもかかわらず、変更の手続きが行われていませんでした。
個人情報取扱事務届出書については、法令等に基づき適切に管理してくださ

い。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室子ども政策課

対 象 事 項 個人情報取扱事務届出書について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 126



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 127

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その2)

指摘後、速やかに電磁的記録媒体（ＳＤカード）について、記録媒体管理簿に
登載しました。
　今後は定期的な管理簿の照合などにより、適切な管理に努めます。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、管理する電磁的記録
媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登載されていないものがありまし
た。
電磁的記録媒体の管理については、法令等に基づき適切に管理するとともに、

定期的に記録媒体管理簿と照合するようにしてください。

対象部署等 経営管理部財務室公共施設マネジメント推進課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 128

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

保存する電磁的記録媒体の記録媒体管理簿へ搭載しました。今後も、情報セ
キュリティ実施手順等に基づき、適切な管理を行っていきます。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、管理する電磁的記録
媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登載されていないものがありまし
た。
電磁的記録媒体の管理については、法令等に基づき適切に管理するとともに、

定期的に記録媒体管理簿と照合するようにしてください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室健やか育成課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 129

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

記録媒体管理簿に登載されていない電磁的記録媒体について記録媒体管理簿に
登載しました。
今後は定期的に記録媒体管理簿と照合し、適正に管理します。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、電磁的記録媒体については記
録媒体管理簿に登載して管理することとされているところ、管理する電磁的記録
媒体があるにもかかわらず、記録媒体管理簿に登載されていないものがありまし
た。
電磁的記録媒体の管理については、法令等に基づき適切に管理するとともに、

定期的に記録媒体管理簿と照合するようにしてください。

対象部署等 子ども・未来部子育て応援室子ども家庭課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 130

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

電磁的記録媒体に添付するラベルの記載内容について、記録媒体管理簿の記載
内容を修正しました。今後も、情報セキュリティ実施手順等に基づき、適正な管
理を行っていきます。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、記録媒体を作成したときは、
当該記録媒体の表面に媒体管理番号、利用業務名、作成期日、作成部署名（作成
者氏名）その他記録内容が識別できる符号等を記載したラベルを貼付することと
されているところ、記録媒体管理簿の媒体識別名とラベルの記載内容に齟齬が生
じているものがありました。
電磁的記録媒体に貼付するラベルの記載内容については、記録媒体管理簿の記

載内容に沿った内容にしてください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室健やか育成課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 131

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

電磁的記録媒体管理の記録媒体の受渡しに関して、相手方にも確認し、既に受
取り済の内容には年月日と所属長承認印を押印いたしました。
記録媒体の受渡しについては、受渡し、受取りそれぞれの段階での確認と、所

属長承認印を確実にいただくよう、適正に管理していきたいと考えています。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、記録媒体の受渡しに際して、
記録媒体受渡し管理簿に所定の事項を記載することとされているところ、受取り
年月日の記載及び所属長承認印のないまま受渡しされているものがありました。
　記録媒体の受渡しについては、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 危機管理課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の受渡し手続きについて

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 16 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容

電磁的記録媒体の受渡しに関しては、情報セキュリティ手順書を確認し、適切
に処理を行えるよう改善します。

指 摘 内 容

電磁的記録媒体管理に関する留意事項において、記録媒体の受渡しに際して
は、記録媒体受渡し管理簿に所定の事項を記載することとされているところ、引
渡しに係る所属長印のないまま受渡しされているものがありました。
　記録媒体の受渡しについては、法令等に基づき適正に管理してください。

対象部署等 経営管理部行政管理室人事課

対 象 事 項 電磁的記録媒体の受渡し手続きについて

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その2)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 132



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 133

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その2)

　印影が読みとれない出納員之印及び不要な出納員之印は廃止手続きを行う。

指 摘 内 容

三田市出納員之印（収納対策課）について、印面の劣化により印影が読みとれ
ないもの、余剰となっているものがありました。
印影が読みとれない出納員之印については、廃止等適切な手続きを行うととも

に、出納員之印の数の見直しを行ってください。

対象部署等 経営管理部歳入推進室収納対策課

対 象 事 項 公印の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 134

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その2)

当該指摘事項については、簡易復命がなされておらず、指摘後直ちに記載をし
ました。
旅行命令に係る手続きについては、服務規程に基づき適正に処理するよう改善

します。

指 摘 内 容

三田市職員服務規程第６条において「職員は、出張を命じられ、当該用務を終
えて帰庁したときは、速やかに復命書を所属長に提出しなければならない。ただ
し、軽易な事項については、口頭で復命することができる。」と規定されている
ところ、復命されていないものがありました。
　旅行命令に係る手続きについては、法令等に基づき適切に行ってください。

対象部署等 経営管理部行政管理室人事課

対 象 事 項 旅行命令簿について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

　出張命令に対する復命について漏れや誤りの修正を行いました。
　今後は出張命令に対し速やかに復命します。

指 摘 内 容

三田市職員服務規程第６条において「職員は、出張を命じられ、当該用務を終
えて帰庁したときは、速やかに復命書を所属長に提出しなければならない。ただ
し、軽易な事項については、口頭で復命することができる。」と規定されている
ところ、出張命令されているにもかかわらず復命されていないもの、出張命令が
されていないにもかかわらず復命されているものがありました。
　旅行命令に係る手続きについては、法令等に基づき適切に行ってください。

対象部署等 子ども・未来部子育て応援室子ども家庭課

対 象 事 項 旅行命令簿について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 135



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

三田市職員被服貸与規則所管課である人事課と調整を行い、適正に執行しま
す。

指 摘 内 容

三田市職員被服貸与規則第５条第１項において「被服の品目、数量、貸与期間
及び被服を貸与する職員の区分は、別表第１のとおりとする。ただし、貸与期間
については、必要に応じて伸縮することができる。」、同条第２項において「貸
与品目の制式は、別表第２のとおりとする。」と規定されているところ、これと
異なる品目・数量・制式で貸与されているものがありました。
職員の被服貸与については、貸与内容の必要性等を検討し、必要がある場合は

規則の見直しも含め、適正となるよう調整等の取組みを行ってください。

対象部署等 子ども・未来部子ども未来室健やか育成課【青少年育成センター】

対 象 事 項 被服貸与に関することについて

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 136



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 23 日 改善措置通知

改善措置内容

三田市職員被服貸与規則所管課である人事課と調整を行った上で齟齬のないよ
うにしていきます。

指 摘 内 容

三田市職員被服貸与規則第５条第２項において「貸与品目の制式は、別表第２
のとおりとする。」と規定されているところ、これと異なる制式で貸与されてい
るものがありました。
職員に貸与する被服については、規則と実態に齟齬が生じないよう、速やかに

規則所管課との調整を行ってください。

対象部署等 子ども・未来部子育て応援室幼児教育振興課

対 象 事 項 被服貸与に関することについて

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 137



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 16 日 改善措置通知

改善措置内容

同取扱規程第１０条に基づき、自動車使用実績簿の作成と管財担当課長に報告
をいたしました。
今後も毎月１０日までに前月分の使用状況を管財担当課長に報告するよう、法

令等に基づき適正に実施してまいりたいと考えています。

指 摘 内 容

庁用自動車取扱規程第１０条において「課長等は、各車両ごとに自動車使用実
績簿を作成して使用状況を記録し、毎月１０日までに前月分の使用状況を管財担
当課長に報告しなければならない。」と規定されているところ、自動車使用実績
簿が作成されず管財担当課長へ報告されていない月がありました。
　公用車の取扱いについては、法令等に基づき適切に行ってください。

対象部署等 危機管理課

対 象 事 項 公用車の管理について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 138



別紙

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 139

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その2)

庁用自動車取扱規程第１０条に基づき、毎月１０日までに自動車使用実績簿を
確認し、報告がない各所属に対しては通知を行い、提出するよう適正に管理を行
う。

指 摘 内 容

庁用自動車取扱規程第１０条において「課長等は、各車両ごとに自動車使用実
績簿を作成して使用状況を記録し、毎月１０日までに前月分の使用状況を管財担
当課長に報告しなければならない。」と規定されているところ、自動車使用実績
簿が作成されず管財担当課長へ報告されていない月がありました。
　公用車の取扱いについては、法令等に基づき適切に行ってください。

対象部署等 経営管理部行政管理室総務課

対 象 事 項 公用車の管理について

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 19 日 改善措置通知

改善措置内容



別紙

改 善 措 置
公 表 日

令 和 2 年 3 月 30 日 改善措置公表

＜留意事項＞
※担当課は太枠欄のみ記入してください。
※改善措置通知日は改善措置を監査委員宛に通知した日を記入してください。
※改善措置内容は改善結果(又は改善計画)の時期及び方法等を具体的に記入してください。
※改善措置内容は必要に応じて状況を確認させていただきます。
※本通知票は地方自治法第199条第12項の規定により公表します。

改 善 措 置
通 知 日

令 和 2 年 3 月 16 日 改善措置通知

改善措置内容

公用車の取扱いについて、交通事故発生時現場対応マニュアルを車載いたしま
した。
　今後も法令等に基づき、適切に行っていくようにいたします。

指 摘 内 容

公用車については、三田市自動車安全運転等委員会が作成した「交通事故発生
時現場対応マニュアル」を車載することが通知されているところ、車載されてい
ない車両がありました。
　公用車の取扱いについては、法令等に基づき適切に行ってください。

対象部署等 危機管理課

対 象 事 項 公用車の管理について

監 査 結 果
報 告 日

令 和 2 年 2 月 28 日 監査結果報告

対 象 監 査 令和元年度定期監査(その２)

監査の結果に基づく改善措置通知票 整理番号
年 度 番 号

元 140


